
 

 

第３期 

駒ヶ根市空家等対策計画 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年４月 

駒ヶ根市 

 

 



目次-1 

 

第１章 計画の目的と位置付け　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1～3 

 

1　計画策定の背景・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 

2　計画の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 

（1） 基本理念・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 

（2） 概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 

（3） 本計画と持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）との関係 ・・・・・・・3 

 

第２章 空き家の現状と課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4～１4 

 

1　空家等実態調査結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 

（1） 空き家数と推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 

（2） 地域別空き家数及び空き家率の状況・・・・・・・・・・・・・・・5 

2　これまでの主な取組・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6 

（1） 空き家発生の抑制（空き家化の予防）・・・・・・・・・・・・・・6 

（2） 空き家等の流通・活用促進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7 

（3） 管理不全な空き家状態の防止・解消・・・・・・・・・・・・・・・8 

3　成果の検証・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9 

4　課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 

（1） 人口減少と空き家件数の増加・・・・・・・・・・・・・・・・・10 

（2） 広範囲に分布する空き家・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 

（3） 建物の状態、周辺への悪影響度による対応・・・・・・・・・・・10 

（4） コンパクトな市街地の形成・整備への空き家の影響・・・・・・・14 

 

第３章 空き家対策の基本方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15～34 

 

1　空き家の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 

2　空き家対策の対象地区・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 

3　空き家対策の取組方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 

（1） 空き家発生の抑制（空き家化の予防）・・・・・・・・・・・・・16 

目　　次　



目次-2 

（2） 空き家の流通・活用促進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 

（3） 管理不全な空き家状態の防止・解消・・・・・・・・・・・・・・16 

4　空き家の状態の変化に伴う施策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 

5　空き家相談の具体的なフロー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 

6　実態調査フロー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19 

7　空き家情報のデータベース化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20 

8　計画推進の体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21 

（1） 所有者の協力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21 

（2） 地域での空き家対策の検討と情報の共有・・・・・・・・・・・・21 

（3） 関係機関・民間事業者との連携・・・・・・・・・・・・・・・・22 

（4） 庁内の連携・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23 

（5） 他法令の連携・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24 

9　管理不全空家等、特定空家等の対応方針および判断基準・・・・・・・・25 

（1） 管理不全空家等の対応方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・25 

（2） 管理不全空家等の判断基準の考え方・・・・・・・・・・・・・・25 

（3） 特定空家等の対応方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25 

（4） 特定空家等の判断基準の考え方・・・・・・・・・・・・・・・・25 

（5） 管理不全空家等および特定空家等の判断基準・・・・・・・・・・26 

 

　　　ケース１　保安上危険に関して参考となる基準・・・・・・・・・・・・26 

(ア) 建築物等の倒壊・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26 

(イ) 擁壁の崩壊・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27 

(ウ) 部材等の落下・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28 

(エ) 部材等の飛散・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29 

 

ケース 2 　衛生上有害に関して参考となる基準・・・・・・・・・・・30 

(ア) 石綿の飛散・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30 

(イ) 健康被害の誘発・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30 

 

ケース３　 景観悪化に関して参考となる基準・・・・・・・・・・・・31 

 



目次-3 

ケース４　 周辺の生活環境の保全への影響に関して参考となる基準・・32 

(ア) 汚水等による悪臭の発生・・・・・・・・・・・・・・・・32 

(イ) 不法侵入の発生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32 

(ウ) 落雷による通行障害等の発生・・・・・・・・・・・・・・33 

(エ) 立木等による破損・通行障害等の発生・・・・・・・・・・33 

(オ) 動物等による騒音の発生・・・・・・・・・・・・・・・・33 

(カ) 動物等の侵入等の発生・・・・・・・・・・・・・・・・・34 

 

第４章 具体的な施策と達成目標・・・・・・・・・・・・・・・・・・35～40 

 

1　具体的な施策と達成目標・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35 

（1） 空き家発生の抑制（空き家化の予防）・・・・・・・・・・・・・35 

（2） 空き家の流通・活用促進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35 

（3） 管理不全な空き家状態の防止・解消・・・・・・・・・・・・・・38 

2　計画の進行管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40 

3　空家等実態調査結果に基づく具体的取組スケジュール・・・・・・・・・40 

 

第５章 資料編・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41～68 

 

資料1 空家等実態調査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41 

資料2 空家等実態調査結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・42～57 

1 現地調査結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42～45 

（1） 空家等の管理状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42 

（2） 空家等となる原因・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44 

（3） 空家等の管理状況と所有者住所・・・・・・・・・・・・・44 

2  意向調査結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46～57 

（1） 所有者等の年齢と世帯構成・・・・・・・・・・・・・・・46 

（2） 住宅の使用状況と使用方法・・・・・・・・・・・・・・・47 

（3） 住宅の利用頻度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48 

（4） 空家等の建築時期・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48 

（5） 空家等になった時期・・・・・・・・・・・・・・・・・・49 



目次-4 

（6） 空家等の状態・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50 

（7） 空家等で困っている事・・・・・・・・・・・・・・・・・51 

（8） 空家等の維持管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51 

（9） 維持管理を行っていない理由 ・・・・・・・・・・・・・・52 

（10）空家等の修繕予定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52 

（11）空家等の利活用に必要な制度・・・・・・・・・・・・・・53 

（12）空家等の利活用方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・54 

（13）空き家バンクへの興味、登録・・・・・・・・・・・・・・55 

資料3 空家等実態調査　現地調査票（1）・・・・・・・・・・・・・58 

資料4 空家等実態調査　現地調査票（2）・・・・・・・・・・・・・59 

資料5 空家等実態調査　現地調査票（3）・・・・・・・・・・・60～61 

資料6 空家等実態調査　意向調査票 ・・・・・・・・・・・・・62～68 

 

 

※集計数値については、少数第2位を四捨五入しているため合計値が 100％にならない場合がある。



1 

 

 

1 計画策定の背景 

 

全国的に、人口減少や既存の住宅・建築物の老朽化、社会的ニーズの変化及び産業構造の変化

等に伴い、空き家が年々増加しています。 

駒ヶ根市におきましても、人口がピークを過ぎて減少傾向にあり、今後も減少が続くと推計さ

れています。一方、空き家の数は年々増加しており、今後さらに増加すると見込まれます。 

駒ヶ根市では、平成 27 年５月に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、

空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために、平成 28 年度に「駒ヶ根市空家等対策

計画」、令和２年度に「第２期駒ヶ根市空家等対策計画」を策定し、平成 29 年度から令和７年度

にかけて各施策に取り組んできました。 

しかし、計画の策定以降も適切な管理が行われず、防災・衛生・景観等、市民の生活に少なか

らず影響を及ぼしている空き家が散見されます。また、働き方やライフスタイルの多様化を背景

に「地方移住」への関心が高まる中、地域資源としての空き家の利活用が重要な課題となってい

ます。 

令和５年 12 月には、「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」（以下「法」

という。）が施行され、一定の空き家の除却（解体）の促進や、周囲に悪影響を及ぼす前の有効

活用、適切な管理の総合的な強化、空き家の所有者等の責務に関する内容が規定されました。 

これらの課題や法改正を踏まえ、空き家対策をより一層推進する必要があることから、「第３

期駒ヶ根市空家等対策計画」を策定します。 

 

 

 

 

 

 

第 1 章　計画の目的と位置付け

第 1 章　計画の目的と位置付け　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

本計画における「空家等」と「空き家」の標記の違い 

・空家特措法における「空家等」の定義に該当するものは、「空家等」と表記します。 
・一般的な表現に関することについては、「空き家」と表記します。 
・その他、法定・制度名称等については、公表されている正式名称に従って表記します。
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2 計画の概要 

 
（１） 基本理念 

 

（ア） 安心安全なまちを創ります。 

（イ） 美しく豊かな自然を次世代に伝える景観を創り守ります。 

（ウ） 空家等を有効な資源として捉え、利活用を促進します。 

 
（２） 概要 

 
（ア） 目的 

 
空き家対策を総合的かつ計画的に実施するため、駒ヶ根市の基本的な取組や対

策を示し、市民の安全で安心な生活の確保及び生活環境を保全することを目的とし

ます。 

 

（イ） 位置づけ 

 

法第 7条の規定をふまえたものとし、駒ヶ根市第 5次総合計画を上位計画とし、

他の関連する計画と整合を図った計画とします。 

 

 
（ウ） 計画期間 

 

本計画の計画期間は、令和 8年度から令和 17 年度までの 10 年間とします。 

 

（年度） 

 

 

 令和 
4 年

令和 
5 年

令和 
6 年

令和 
7 年

令和 
8 年

令和 
9 年

令和

10年

令和

11年

令和

12年

令和

13年

令和

14年

令和

15年

令和

16年

令和

17 年

 
総合計画

 
空家等 

対策計画

第 1 章　計画の目的と位置付け　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

駒ヶ根市第５次総合計画

第３期駒ヶ根市空家等対策計画前期計画

▲５年を目処に見直し
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表　SDGsと本計画との関連 

 

 

（３） 本計画と持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）との関係 

 

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ：Sustainable Development Goals）とは、2015（平

成27）年9月の国連サミットで採択された、「持続可能な開発のための2030アジェンダ」

において記載された2030年（令和12年）までの達成を目指す国際指標です。持続可能で

より良い世界を実現するための１７のゴール、１６９のターゲットが示されており、こ

れらは、「経済」「社会」「環境」の持続可能な開発の３つの側面の調和を保つもので

す。 

本計画と17の目標との関係性を明示し、本計画を推進することで、「駒ヶ根市第5次

総合計画」に示されているSDGsの推進に向けた取り組みにもつなげていきます。 

 

今ある空き家を資源ととらえ、これを有効活用しつつ、まちづくりに役立てていくこ

とは、SDGsを構成する17のゴールのうち、「11.住み続けられるまちづくりを」、「17.

パートナーシップで目標を達成しよう」の２つのゴールに関連しています。したがって、

本計画を推進していくことでこれらの目標を達成し、持続可能でより良い社会の実現に

寄与します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 関連するゴール 本計画での取り組み

 １１　住み続けられるまちづくりを 

　空き家の発生抑制や適切な管理をはじめ、活用促進に努めると

ともに、管理不全空家等及び特定空家等への適切な措置を講じ、

良好な生活環境と安全・安心の確保に努めます。

 １7　パートナーシップで目標を達成しよう 

　空き家対策の推進にあたっては、所有者等はもとより、各分野

の専門家をはじめとした多様な主体と連携し取り組みを推進し

ます。

第 1 章　計画の目的と位置付け　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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1 空家等実態調査結果 

 
（１） 空き家数と推移 

 

　　　　　令和 7年度の調査結果では、平成 28 年度、令和 2年度の調査結果と比べ管理不全の

空き家（Ｂランク）は減少しており、これまでの改善・解消に向けた取組の成果と考え

られます。反面、管理良好な空き家（Ａランク）は令和 2年度比で約 1.4 倍に、倒壊等

の危険性が高い空き家（Ｃランク）は約 1.7 倍に増加しており、今後は改善・解消と併

せて利活用に向けた取組の強化が望まれます。 

　　 

空き家数　平成 28 年度：207 件、令和 2 年度：328 件、令和７年度：433 件 

 

表―1　空家等の管理状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：件 

 

 

  

 

 

 

 

    

図―1　　（1）空家等の管理状況結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 調査結果について詳細は、第 5 章　資料編　資料 2（Ｐ42～Ｐ57）参照 

 

件数 比率 件数 比率 件数 比率

A
管理良好
一時的な草木の繁殖があるものも含む。小規模の修繕により再利用が可能

管理不全空家等
可能性なし

192 92.8% 310 94.5% 420 97.0%

B
管理不全
一定の管理はされているが、草木の繁殖等があるもの。損傷が見られるが、当
面の危険性はない

管理不全空家等
可能性あり

10 4.8% 15 4.6% 8 1.8%

C
倒壊等の危険性が高い
管理されておらず、倒壊の危険性があるもの。今すぐに倒壊や建築材の飛散等
の危険性はないが、損傷が激しい

特定空家等
可能性あり

5 2.4% 3 0.9% 5 1.2%

合計 207 100.0% 328 100.0% 433 100.0%

ランク 判定内容 可能性
平成28年度 令和2年度 令和7年度

第 2 章　空き家の現状と課題　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第２章　空き家の現状と課題
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（２） 地域別空き家数及び空き家率の状況 

 

令和 7 年度の空き家数を地域別にみると（表-2）、中心

市街地である町 2区が最も多く、次いで中沢区、福岡区で

多くなっています。 

次に、空き家率でみてみると（図-2）、町 1区が最も高

く、次いで中沢区、町 3区、町 4区が高くなっています。 

空き家数、空き家率共に住宅総数が多い中心市街地で多

くなっている傾向がみられ、この地域の空き家率は今後も

高くなっていくことが予想されます。 

中沢区では住宅密集率が低いなか空き家率が高くなって

おり、この傾向が続くと地域コミュニティ維持の困難化や

防災・防犯上のリスク増加、景観・環境の悪化が懸念され

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C
南割区 6 6

中割区 12 1 13

北割2区 13 1 14

北割1区 30 30

小町屋区 24 24

福岡区 40 2 42

市場割区 20 1 21

上赤須区 3 1 4

下平区 19 19

町1区 29 29

町2区 52 52

町3区 37 1 38

町4区 39 1 40

上穂町区 26 1 27

中沢区 47 4 51

東伊那区 23 23

総計 420 8 5 433

地区名
ランク

総計

第 2 章　空き家の現状と課題　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

表―2　地域別の空き家数

図―2　　地域別の空き家率
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2 これまでの主な取組 

 

（１） 空き家発生の抑制（空き家化の予防） 

 

（ア） 空き家情報小冊子及びチラシの作成・配布による広報の実施 

 

・空き家小冊子：令和 3年度～令和 7年度全戸回覧。一部地域は全戸配布。 

（約 1800 通） 

・空き家啓発チラシ：令和 6年度～納税通知書同封発送（約 2400 通） 

・空き家小冊子及び啓発チラシを全空き家所有者へ郵送。 

 

（イ） 相談窓口（都市計画課・企画振興課）における相談の実施　 

 

所有者等が抱える空き家に係る相談に随時応じています。相談内容によっては、庁

内連携を図り、担当部署へつなげ、情報提供を行うなど、問題解決に寄り添ってきま

した。 

 

（ウ） 空き家相談会の開催 

 

毎年 1回以上、完全予約制の空き家相談会を開催しています。事前に相談内容を聞

き取り、内容に沿った専門家を派遣し、より踏み込んだ対応ができるようにしました。

また、令和５年度からは企画振興課窓口にて、「ちょこっと空き家相談日」を設けま

した。相談は随時対応をしていますが、改めて相談するきっかけづくりを目的に開催

しています。 

・専門家対応の空き家相談会（年１～２回） 

・ちょこっと空き家相談日（令和 5年度～毎月第１水曜日） 

【空き家相談会受付数】 

※R7 は、8月末時点の数字。 

【空き家相談会の様子】 

 

 

 

 

 

 

 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和6年度 令和7年度

 専門家空き家相談会 3 22 5 10 7

 ちょこっと空き家相談日 － － － 8 6
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（エ） ふるさと納税返礼品に見守りサービスを継続 

 

ふるさと納税返礼品として、見守りサービスを継続して行っています。 

 

（オ） 解体費用シミュレーターの導入（令和 7 年度 4 月～） 

 

いくつかの設問に答えると、建物の解体工事の概算費用が AI により算出されるサー

ビスを導入しました。空き家の将来を考えた時や、住んでいる家を空き家にしないた

めに考えた時の参考となるよう、HP 掲載、空き家冊子等へ掲載し市民の皆様にご案内

しています。 

 

（２） 空き家等の流通・活用促進 

 
（ア） 「空き家バンク」・「信州駒ヶ根暮らし推進協議会」との連携 

 

空き家バンクとは、空き家の売却・賃貸を希望する所有者から申し込みを受けて登

録した空き家の情報を、移住及び定住等を目的として空き家の利用を希望する人に情

報の提供を行う制度です。平成 28年３月に調印した協定により、市は空き家の情報提

供や連絡調整を行い、公益社団法人長野県宅地建物取引業協会南信支部伊南不動産組

合が物件の売買、賃貸の代理や媒介をしています。 

また、平成 23 年より「田舎暮らし駒ヶ根推進協議会」（現：信州駒ヶ根暮らし推

進協議会）を設立し、官民一体となって移住の促進をしています。近年、「空き家バ

ンク」に関心が高まっており、空き家が移住のキーポイントとなっています。 

（イ） 空き家バンク登録物件に関する補助金等の創設 

 

空き家の有効活用を促進し、空き家バンクへの物件登録推進促進を図るために、下

記の補助制度を継続及び創設しました。 

・片付け補助制度→平成 31 年度～継続 

・空き家バンク改修補助金→令和 5年度～創設 

・空き家バンク成約奨励金→令和 5年度～創設 

【制度利用数】  

 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度

 片付け補助 9 9 12 14

 改修補助 - - 5 13

 成約奨励金 - - 13 19

 空き家バンク登録件数 11 11 33 35

 空き家バンク成約件数 9 8 16 19
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（ウ） 地域おこし協力隊による重点地区空き家の掘り起し 

 

市内でも空き家の増加率の高い中沢地区を重点的に、空き家の掘り起こしを実施。

中沢地区の地域づくり委員会と協力し、空き家情報を収集。空き家所有者とコンタク

トを取り、利活用の促進に取り組んでいます。 

 

（エ） 信州駒ヶ根体感会 

 

年に 4回（春・夏・秋・冬）に移住検討者の方を対象に、季節のイベントと、空き

物件巡りを実施。空き物件巡りでは空き家バンク登録物件を中心に、伊南不動産組合

の方に立ち会っていただき内見をしています。 

 

（３） 管理不全な空き家状態の防止・解消 

 
（ア） Ｂ（管理不全）・Ｃ（倒壊等の危険性が高い）ランク空き家の解消 

 

Ｂランクの空き家については、所有者への啓発（空き家情報小冊子等の送付、空き

家相談会の案内等）や現況の連絡による改善を依頼してきました。その結果、１５件

中３件が解消されました。 

Ｃランクの空き家については、法に基づく行政代執行により１件解消されました。 

※ 経過観察中の物件は、倒壊しても危険性が極めて低い地域に所在している。 

【Ｂランク空き家解消事例】 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度

 参加者数 コロナによる開催休止 21 組 38 名 31 組 49 名

 
　

令和 2年度 令和 7年度

 総数 解消 調整中 経過観察

 B ランク 15 3 3 9

 C ランク 3 1 0 2

 After  Before 
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3 成果の検証 

 

第 2期駒ヶ根市空家等対策計画の成果について、令和 2年度、令和 7年度の実態調査

結果を基に成果の検証を行う。 

空き家の件数で比較すると 328 件から 433 件と 105 件増加しているが、空き家の新規

増加が主な理由だと考えられる。 

ランク別の増減について比較すると、適正管理の継続、流通・活用の促進を目指して

いた Aランクの空き家では、継続 192 件と解消 119 件で、Aランクから Bランクに悪化

した空き家は 4件となっている。 

また、解消を目的としていた B、Cランクの空き家では解消が 6件で、継続 4件と悪化

2件と同じ結果となっている。 

 

所有者の意向調査を行った結果、空き家等の維持管理を行っている人の割合が 83.6％

から 78.9％に僅かに減少したが、維持管理を行っている人の割合は高く、適正管理の促

進の成果であると考えられる。 

空き家バンクについて、「条件によっては登録したい」が 23.0%、「制度について 

もっと詳しく知りたい」と回答した人が 8.6%で、「すでに空き家バンクに登録している」

は 2.2%から 8.6%に増加しており、流通・活用の促進に向けた情報発信を継続して行う必

要がある。 

 

第 2期空家等対策計画に基づいた取組は成果を上げていると思われるため、今後も現

在行っている取組を継続する。 

 

 

 

 

　　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
● 調査結果について詳細は、第 5 章　資料編　資料 2（Ｐ42～Ｐ57）参照 

理由 件数 合計 理由 件数 合計

Aランク 令和7年度　新規増加 224 解消 119

適正管理の
継続
流通・活用
促進

Bランク→Aランク 4 Aランク→Bランク 4

Bランク 令和7年度　新規増加 2 解消 5

解消 Aランク→Bランク 4 Bランク→Cランク 2

Cランク 令和7年度　新規増加 1 解消 1

解消 Bランク→Cランク 2

合計 207 328 433

平成28年度 令和2年度 令和7年度
増減の内訳（令和2年度→令和7年度）

継続
増加 減少

7

192 310 420 192 228 123

10 15 8 2 6

3 15 3 5 2

目的としていた結果 目的と反する結果
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4 課題 

 

（１） 人口減少と空き家件数の増加 

 

駒ヶ根市の人口は、平成 20 年（2008 年）の 34,662 人をピークに減少に転じ、国

立社会保障・人口問題研究の推計（令和 5年）によると、令和 2年（2020 年）32,202

人（実測値）が 10 年後の令和 12年（2030 年）には 29,907 人、20 年後の令和 22年

（2040 年）27,667 人、30 年後の令和 32 年（2050 年）25,286 人になるとされている。

（各年 10 月 1 日時点の推計値） 

空き家の件数については、空家等実態調査結果から、平成 28 年度は 207 件、令和

2年度は 328 件、令和 7年度には 433 件と増加しており、少子高齢化や核家族化の進

行、相続問題などの影響により、今後も空き家はさらに増加していくと考えられる。 

 

⇒　計画的かつ総合的な対応を行う必要がある。 

 

（２） 広範囲に分布する空き家 

 

平成 28 年度および令和 2年度調査時には、中心市街地に空き家が多い傾向が見られ

るが、市内全域に空き家は点在していた。令和 7年度調査でも同様の傾向が見受けら

れる。また地区別の件数の増減を比較すると、中心市街地から離れた地区でも増加が

目立つ地区もあり、広範囲に空き家が分布していることがわかる。 

 

⇒　広域的な対応を行う必要がある。 

 

（３） 建物の状態、周辺への悪影響度による対応 

 

駅や商業施設に近く、小規模な修繕により再利用が可能な空き家と、学校や避難所

等の施設に近く、倒壊等の危険性の高い空き家では、求められる対応、優先度に違い

がある。 

　　 

⇒　建物の状態や家屋周辺の公共施設や商業施設、交通施設などの周辺状況に

応じた対応が必要になる。 
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調査年度 Aランク Bランク Cランク 合計

令和2年度 119件 5件 1件 125件

令和7年度 168件 3件 1件 171件
商業施設から500m圏内

調査年度 Aランク Bランク Cランク 合計

令和2年度 173件 9件 1件 183件

令和7年度 230件 5件 0件 235件
駅から1km圏内

 

 

（ア） 駅から 1 ㎞圏内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ） 商業施設※から 500m 圏内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※大規模小売店舗立地法に基づく届出のある小売店 
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調査年度 Aランク Bランク Cランク 合計

令和2年度 27件 3件 0件 30件

令和7年度 27件 0件 0件 27件
市役所から500m圏内

調査年度 Aランク Bランク Cランク 合計

令和2年度 48件 5件 0件 53件

令和7年度 59件 2件 0件 61件
小中学校から500m圏内

 

 

（ウ） 市役所から 500m 圏内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（エ） 小中学校から 500m 圏内 
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調査年度 Aランク Bランク Cランク 合計

令和2年度 74件 2件 1件 77件

令和7年度 93件 1件 0件 94件
総合病院から500m圏内

 

 

（オ） 総合病院※から 500m 圏内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※昭和伊南総合病院、前澤病院 

 

（カ） 避難所※から 500m 圏内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　 

 

 

 

 

 

 

※平成 31年 3 月　駒ヶ根市地域防災計画　避難場所 

調査年度 Aランク Bランク Cランク 合計

令和2年度 294件 13件 1件 308件

令和7年度 380件 8件 2件 390件
避難所から500m圏内
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（４） コンパクトな市街地の形成・整備への空き家の影響 

 

駒ヶ根市では、安全で魅力的なまちづくりとコンパクトシティ実現のための指針 

として、立地適正化計画を策定し、人口減少社会においても持続可能な都市経営を目

指している。 

しかしながら、中心市街地において空き家の増加傾向が続いており、立地適正化計

画が目指すコンパクトな市街地形成に大きな影響を及ぼしている。 

空き家は治安や景観の悪化、地域コミュニティの衰退を招き、居住や商業の誘導を

阻害する要因となる。また、老朽化による倒壊や災害時の危険性も懸念され、再利用

や除却の遅れが都市の集約化を妨げている。持続可能な市街地整備のためには、空き

家の利活用や適切な管理を進める仕組みづくりが急務である。 

　　 

⇒　立地適正化計画と連携し、居住誘導区域での空き家増加への対応が必要に

なる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 章　空き家の現状と課題　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



15 

 

 

 

 

1 空き家の定義 

　　空き家の種類は、法に定める「空家等」「管理不全空家等」「特定空家等」 

　　・・・法第 2条、13 条 

 

 

 

 

 

 

 

空家等（特定空家等含む）　　　　　建築物　　　　建築物本体 
　　　　　門、塀等　　 

　　　　　附属する工作物（袖付看板等） 

　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　敷地　　　　　　その土地 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　立木その他の土地に定着する物 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（自立看板等）　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空家等

管理不全空家等

特定空家等

第 3 章　空き家対策の基本方針　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第 3 章　空き家対策の基本方針

「空家等」とは、 

建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされ

ていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着

する物を含みます。）ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理

するものを除く。 

「管理不全空家等」とは、 

空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば

特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認められる

空家等。

「特定空家等」とは、 

そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われて

いないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環

境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認めら

れる空家等。 
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2 空き家対策の対象地区　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 空き家対策の取組方針 

 

（1） 空き家発生の抑制（空き家化の予防） 

 

空き家が発生する前の予防策として、将来的に空き家になる可能性のある住宅

をお持ちの皆様に向けて、空き家になったときのことを考え、空き家になる前か

ら対策を考える取組を行います。 

 

（2） 空き家の流通・活用促進 

 

空家等実態調査の結果、ほとんどの空き家が管理されていることが分かりまし

た。また、意向調査の結果から、空き家バンクの取組に対して関心を示している

ことが確認されており、所有者等、関係機関、民間企業と連携して空き家の利活

用を推進する取組を行います。 

 

（3） 管理不全な空き家状態の防止・解消 

 

空き家となってしまった後に、様々な理由で適切な管理をすることが出来なく

なった空き家については、その段階に応じた対応を行い、解消に向けた取組を行

います。 

 

第 3 章　空き家対策の基本方針　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

対象地区：駒ヶ根市全域

中央高速自動車道

駒ヶ根ＩＣ

地理院地図
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4 空き家の状態の変化に伴う施策 

 

　　　　 

　　　　　 

　　　　　 

 

 

 

 

 

　　　　 

　　　　 

 

　　　　　 

 

 

　　　　 

　　　　 

 

 

 

 

 

 

 

 

放
置
・
管
理
不
全

 
●所有者啓発等 

・「空き家バンク」「信州駒ヶ根暮らし推進協議会」 

　等との連携による利活用の促進 

・専門団体との連携による課題解決（相続等） 

・管理事業者の紹介等による適正管理の促進　他 

 

●法に基く改善指導 

・調査結果に基づく管理不全・倒壊危険家屋等の 

　解消に向けた取組強化 

・「管理不全空家等」の認定及び法に基づく改善指導 

・「特定空家等」の認定及び法に基づく改善指導 

・他法令との連携による改善指導の実施 

（建築基準法、消防法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、

道路法等）他

（3）管理不全な空き家状態の防止・解消

 
 

・「空き家バンク」「信州駒ヶ根暮らし推進協議会」 

　等との連携による利活用の促進 

・専門団体との連携による課題解決（相続等） 

・管理事業者の紹介等による適正管理の促進　他 

助
言
・
指
導

第 3 章　空き家対策の基本方針　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

代
執
行

除　

却

利　

用　

中

空　

家　

化

 

・広報、チラシ等による啓発 

・相談窓口（都市計画課）による相談の実施 

・空家等対策協議会及び庁内会議での情報共有 

・「空き家バンク」「信州駒ヶ根暮らし推進協議会」 

　等との連携による利活用の促進 

　　　　　　　・空家等実態調査結果のデータベース化　他 

（2）　空き家の流通・活用促進

勧　

告

命　

令

放
置
・
管
理
不
全

（1）　空き家発生の抑制（空き家化の予防）
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 原因 市内住環境等を阻害する空き家・その他の空き家 

相談窓口 都市計画課 

庁内連携 内容整理・関係課と連携 

 

現地調査 
 

都市計画課・関係課と共に現地調査（外観） 

管理の有無、ライフラインの整備状況確認等 

近隣への影響度合い 

所有者調査 近隣への聞き取り、固定資産税情報の内部利用 

 

庁内調整 
 

都市計画課・関係課と共に対応方法を協議し、 

場合によっては、庁内会議、協議会への判断を諮

る 

法第 9条第 1 項、第 10 条 

空家等（特定空家等の可能性の 

あるものを含む） 

建築物等で住居その他の使用がなさ

れていないことが常態及びその敷地 

法第 2条第 1 項 

指導・勧告 

現在の諸法令で引き続き対応 

空家等において、改善措置がなされ

ない時は、関係課と連携を図り繰り

返し指導・勧告 

立入調査 
法第 22 条の助言・指導、勧告、命令の施行

に必要な限度で立入調査。５日前までに所有

者に通知。立入調査員証を携帯。 

法第 9条第 2 項～5 項 

駒ヶ根市空家等対策庁内会議 

駒ヶ根市空家等対策協議会        法第 8 条 

現状把握のため 

空家等実態調査 

を実施 

空家等に関する 

データベースの 

整理 

法第 11 条 

空家等対策計画 

の推進・検証 

法第 7条 

管理不全空家等、特定空家等の認定 

国によるガイドラインを基に管理不全空家、特定空家の認定 

・民間事業者 

（不動産・建設業等） 

空家等所有者による 
空家等の利活用・相続・ 

登記相談イメージ 

管理不全空家等 
適切な管理が行われず放置すると特

定空家等に該当する恐れがある空家 

指導 
必要な措置をとるよう指導できる。 

勧告 
改善されないと認めるとき、必要な

措置をとることを勧告できる。 

勧告後、改善されず特定空家等に該

当することになった場合、特定空家

等として法第 22 条各項の規定に基

づく措置を講ずるときは、同条第 1

項に基づく助言又は指導から行う。 

なお、この場合において、対象の空

家等は既に住宅用地特例の対象から

除外されており、特定空家等の助言

又は指導の段階から特例解除された

状態が継続する。 

特定空家等 
法第 2条第 2 項の状態であり、この

まま放置することが不適切な空家等 

助言・指導 
除却、修繕、立木竹の伐採等の措置

を助言・指導できる。 

勧告 
改善されないと認めるとき、必要な

措置をとることを勧告できる。 

 

命令 
正当な理由がなく措置をとらなかっ

たときは命じることができる。 

 

行政代執行 
命じた措置を履行しないときは、自

ら又は第三者が執行できる。 

 

 

※特定空家所有者に勧告した場

合、固定資産税の住宅用地特例の

対象から除外（法第 29 条第 2項） 

※命令に従わないと、過料 50 万円

以下（法第 30 条第 1 項） 

過料 

拒み、妨げ、忌避した者 

過料 20 万円以下 

※行政代執行法第 3条 

あらかじめ文章で戒告 

・定期的に相続・登記相談窓

口の開設 

司法書士・土地家屋調査士 

「移住・定住促進」 

・信州駒ヶ根暮らし推進協議会 

・空き家バンク登録開始（H28.4～） 

空家等の利活用（商工観光課との連携） 

 

 

5 空き家相談の具体的なフロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 原因 市内住環境等を阻害する空き家・その他の空き家 

相談窓口 都市計画課 

庁内連携 内容整理・関係課と連携 

 

現地調査 
 

都市計画課・関係課と共に現地調査（外観） 

管理の有無、ライフラインの整備状況確認等 

近隣への影響度合い 

所有者調査 近隣への聞き取り、固定資産税情報の内部利用 

 

庁内調整 
 

都市計画課・関係課と共に対応方法を協議し、 

場合によっては、庁内会議、協議会への判断を諮

る 

法第 9 条第 1項、第 10 条 

空家等（特定空家等の可能性の 

あるものを含む） 

建築物等で住居その他の使用がなさ

れていないことが常態及びその敷地 

法第 2 条第 1項 

指導・勧告 

現在の諸法令で引き続き対応 

空家等において、改善措置がなされ

ない時は、関係課と連携を図り繰り

返し指導・勧告 

立入調査 
法第 22 条の助言・指導、勧告、命令の施行

に必要な限度で立入調査。５日前までに所有

者に通知。立入調査員証を携帯。 

法第 9 条第 2項～5 項 

駒ヶ根市空家等対策庁内会議 

駒ヶ根市空家等対策協議会        法第 8 条 

現状把握のため 

空家等実態調査 

を実施 

空家等に関する 

データベースの 

整理 

法第 11 条 

空家等対策計画 

の推進・検証 

法第 7 条 

管理不全空家等、特定空家等の認定 

国によるガイドラインを基に管理不全空家、特定空家の認定 

・民間事業者 

（不動産・建設業等） 

空家等所有者による 
空家等の利活用・相続・ 

登記相談イメージ 

管理不全空家等 
適切な管理が行われず放置すると特

定空家等に該当する恐れがある空家 

指導 
必要な措置をとるよう指導できる。 

勧告 
改善されないと認めるとき、必要な

措置をとることを勧告できる。 

勧告後、改善されず特定空家等に該

当することになった場合、特定空家

等として法第 22 条各項の規定に基

づく措置を講ずるときは、同条第 1

項に基づく助言又は指導から行う。 

なお、この場合において、対象の空

家等は既に住宅用地特例の対象から

除外されており、特定空家等の助言

又は指導の段階から特例解除された

状態が継続する。 

特定空家等 
法第 2条第 2 項の状態であり、この

まま放置することが不適切な空家等 

助言・指導 
除却、修繕、立木竹の伐採等の措置

を助言・指導できる。 

勧告 
改善されないと認めるとき、必要な

措置をとることを勧告できる。 

 

命令 
正当な理由がなく措置をとらなかっ

たときは命じることができる。 

 

行政代執行 
命じた措置を履行しないときは、自

ら又は第三者が執行できる。 

 

 

※特定空家所有者に勧告した場

合、固定資産税の住宅用地特例の

対象から除外（法第 29 条第 2 項） 

※命令に従わないと、過料 50 万円

以下（法第 30 条第 1 項） 

過料 

拒み、妨げ、忌避した者 

過料 20 万円以下 

※行政代執行法第 3 条 

あらかじめ文章で戒告 

「移住・定住促進」 

・信州駒ヶ根暮らし推進協議会 

・空き家バンク登録開始（H28.4～） 

空き家の利活用（商工観光課との連携） 

・定期的に相続・登記相談窓

口の開設 

司法書士・土地家屋調査士 

第 3 章　空き家対策の基本方針　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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6 実態調査フロー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

空き家：管理不全空家等および特定空家等になるおそれのない空

き家 
○所有者等により定期的に管理されている等 
○空き家の活用を検討したい等 

特定空家等（認定の検討） 
1.そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれの

ある状態 
2.そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状

態 
3.適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっ

ている状態 
4.その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不

適切である状態

現地調査

空き家現地調査後、空き家の所有者等に対し、所有者としての意

向を調査する。（改善の意思を確認することを含みます。）
意向調査

事前準備

庁内連携：法に基づき　情報提供依頼 

駒ヶ根市水道管理事業者へ 1年以上閉栓状態の所有者 

税務課へ固定資産税等納税者

調査結果

台帳への登録 空家等データベース 
○庁内活用地図システムへの入力 

対　　策

○啓発（適切な管理を行うための情報発信） 
○流通促進（空き家バンクへの登録案内） 
○改善指導（助言・指導通知の発送）　 
○特定空家等の認定について、庁内会議、協議会での認定協議
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【管理不全空家等】【特定空家等】の実態把握を目的に現地調査

を行い、国のガイドラインを指針に【空家等】・【管理不全空家

等】・【特定空家等】の一次判別を行います。原則は外観から現

地調査を行う。 

＊第 5章　資料 3～5（Ｐ58～Ｐ61）　各調査票により調査 

 

管理不全空家等（認定の検討） 
空き家が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置

すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあ

ると認められる空き家
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7 空き家情報のデータベース化 

 
空き家の調査により取得した情報及び当該空家等対策にあたり必要な情報につ

いて、データベースを整備し、都市計画課において管理する。また、データベー

スの情報は、法の範囲内で庁内で共有する。 

 

データベースの情報は以下のとおりとする。 
 

1） 空家等基本情報（所在地、建物種類、階数、構造等） 

 

2） 現地調査情報（老朽度、周辺への影響、維持管理の状態） 

 

3） 所有者特定情報（土地・建物所有者等の住所、連絡先等） 

 

4） 所有者の意向調査 

 

5） 利活用の促進（情報提供等の履歴） 

 

6） 適切な管理の促進（助言や指導等の履歴） 

 

 

所有者等が特定できない場合 

 

● 所有者等不明（相続放棄含む）の確認 

・法定相続各人に対し相続放棄の事実について調査。 

・法定相続人全員の相続放棄が確認された場合は、所有者不明の空家 

等とし、データベースに登録。 

 

● 所有者等所在不明の確認 

・所有者等確認のため送付した郵便物等が返送された場合は、送付先 

の市町村に住民票の閲覧請求を行う等調査を行った後、なおも所在 

が不明な場合には、「過失なく所有者等を確知出来ない」者と判断 

し、データベースに登録。 
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8 計画推進の体制 

 

駒ヶ根市では、令和元年度に 1 件の特定空家等を認定しており、法に基づく措置を

実施し、令和 3 年度に行政代執行により解消しました。 
今後も特定空家等の可能性がある空家等を 10 年間の計画期間で指定し、具体的解

消に向け以下の体制で取り組みます。 
 

（1） 所有者の協力 

 

この計画は、個人の財産である家屋等を対象としています。そのため、所有者の協

力が不可欠です。また、法第 5 条には、「空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活

環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、国又は地方

公共団体が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない」と規

定されています。この計画に基づく市の空き家対策について、所有者への周知・啓発

を行い空き家対策の推進に取り組みます。 

 

（2） 地域での空き家対策の検討と情報の共有 

 

空き家等の管理は一義的には、所有者等が適切に管理若しくは活用すべき問題であ

るが、所有者の高齢化や相続人の不在・遠方居住といった要因から、十分な管理が行

われないケースが増えている。今後、こうした空き家問題は一層深刻化することが予

想されるため、地域全体で対処方法を検討・共有することは有効であり、様々な連携

が問題の解決には必要となります。 
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専門家

団体

市

地域 

民間事

業者
国・県

所有者
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（3） 関係機関・民間事業者との連携 

 

この計画に基づく事業は、「駒ヶ根市空家等対策協議会」をはじめとする関係機関

や民間事業者と連携を図り、効率的かつ効果的に実施します。 
（ア） 駒ヶ根市空家等対策協議会の設置、活動 

第 3期計画を策定するにあたり、法第８条（旧法第７条）に基づき、平成 28 年２

月に設置した、駒ヶ根市空家等対策協議会の活動を継続します。 

 
（イ） 専門家団体との連携・協力体制の維持 

第 1期計画で整えた、専門家団体との連携・協力体制を引き続き維持します。 

 対象者 人数 所属団体

 司法書士 1 長野県司法書士会　伊那支部

 土地家屋調査士 1 長野県土地家屋調査士会　伊那支部

 宅地建物取引業者 1 公益社団法人　長野県宅地建物取引業協会　南信支部

 建築士 1 公益社団法人　長野県建築士会　上伊那支部

 建設業 1 駒ヶ根市建設業組合

 駒ヶ根市市議会議員 1 駒ヶ根市議会

 地区役員 1 区長会

 警察職員 1 駒ヶ根警察署

 消防職員 1 上伊那広域消防本部　伊南北消防署

 社会福祉士 1 社会福祉法人　駒ヶ根市社会福祉協議会

 県担当部局職員 1 伊那建設事務所　建築課

 市長 1
 合計人数 12
 協議会では、 

・空き家が管理不全空家等、特定空家等に該当するか否かの判断 
・空き家の調査及び管理不全空家等、特定空家等と認められるものに対する立入調査の方針 
・管理不全空家等、特定空家等に対する措置の方針などに関する協議を行うための場

 各団体 内容

 長野県司法書士会　 ・相続登記手続き、財産管理手続き

 長野県土地家屋調査士会 ・土地、建物表題部変更手続き

 公益社団法人長野県宅地建物取引業協会 ・利活用相談、空き家バンクへの協力

 公益社団法人長野県建築士会 ・空き家の修繕、改善計画相談

 駒ヶ根建設業組合 ・空き家の解体、改修相談

 長野県解体工事業協会 ・空き家の解体相談

 長野県弁護士会 ・空き家の法的手続き相談

第 3 章　空き家対策の基本方針　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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（4） 庁内の連携 

 

空き家に関する諸問題は、実際には庁内の複数の部署が関係するケースが少なくあ

りません。「駒ヶ根市空家等庁内会議」を有効に活用することにより、関係部署がお

互いの情報を共有し、連携して取り組むことで、早期の解決を図ります。 

（ア） 相談窓口の継続（都市計画課）（H27.6 設置） 

（イ） 駒ヶ根市空家等対策庁内会議の継続（H28.1 設置） 

空き家対策を効果的かつ効率的に実施を続けるためには、空き家の調査、確認、 

特定空家等に対する立入調査又は措置などに不断に取り組むために整備した体制を維

持・継続することが重要です。 

空き家対策に関係する内部部局の連携体制や空家等の所有者等からの相談を受ける

体制を整えるため設置した、「駒ヶ根市空家等対策庁内会議」を維持する。 

 

 空き家問題の例 対応（連携） 

部署

 建物の倒壊、屋根等の

飛散の恐れがあり危

険。

都市計画課、生活

環境課、総務課、

危機管理課等

 子どもたちが自由に出

入りしており、防犯上

問題。

総務課、危機管理

課、子ども課等

 ゴミや動物の糞尿等が

放置されており衛生上

有害。

生活環境課、 

農林課等

 草木が繁茂し、景観を

阻害しています。（見

通しが悪い等）

生活環境課、 

都市計画課等 

建設課

 自分が亡くなった後の

建物管理や活用の相談

をしたい。 

（高齢化が加速し、今

後も相談が多い事が予

想される事例。） 

企画振興課、地域

保健課、福祉課等

市
民
か
ら
様
々
な
相
談
（
倒
壊
・
防
犯
・
ゴ
ミ
・
草
木
・
活
用
等
。
）

空
家
等
の
相
談
窓
口　

都
市
計
画
課 

第 3 章　空き家対策の基本方針　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　総務課 

企画振興課 

財政課 

税務課 

危機管理課 

福祉課 

地域保健課 

市民課 

農林課 

商工観光課 

生活環境課 

建設課 

上下水道課 

子ども課 

社会教育課 

の各課長 

　・事務局　　 

都市計画課 

空家等対策 

庁内会議委員
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（5） 他法令の連携 

 

空き家対策は、この法律に限らず、建築基準法、消防法、道路法、災害対策基本法、

災害救助法など、それぞれの法律の目的の範囲で、適正に管理されていない空き家に

ついても、必要な措置等を講じることが可能なこともあります。このため、空き家の

情報について、内部部局で共有し、連携を図ります。 

 

 法・条例 条項 内容

 民法 第 233 条 竹木の枝の切除及び根の切取り

 第 717 条 土地の工作物等の占有者及び所有者の責任

 建築基準法 第 8 条 維持保全

 第 9・10 条 違反建築物に対し、除却・移転・改築、使用禁止・

制限等を命令できる。一定規模以上の事務所であ

って、放置すれば著しく保安上危険となるおそれ

がある既存不適格建築物への、除却・移転・改築

等を勧告できる。勧告に従わない場合命令できる。

 廃棄物の処理及び 
清掃に関する法律

第 5 条 清潔の保持等 
管理する土地又は建築物の清潔を保つように努め

なければならない。

 第 19 条の 7 ごみや産業廃棄物の不法投棄により生活環境の保

全上支障がある場合、支障の除去・防止に必要な

措置を命令できる。措置を講じないとき等は代執

行できる。

 消防法 第 2 章 
第 3 条

火災の予防 
火災の予防上危険な場合等について、改修・移転・

除去等を命令できる。措置を講じないときは代執

行できる。

 道路法 第 44 条 交通に危険を及ぼす恐れがあると認められる沿道

区域内の工作物等に対し、危険を防止するため必

要な措置を命令できる。措置を講じないときは代

執行できる。

 災害対策基本法 第 62 条第 1 項 
第 64 条第 2 項

消防、水防、救助その他災害の発生を防禦し、又

は災害の拡大を防止するために必要な応急措置を

実施するため緊急の必要があると認めるときは、

応急措置の実施の支障となるものの除去等の必要

な措置をとることができる。
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9 管理不全空家等、特定空家等の対応方針および判断基準 

 

（1） 管理不全空家等の対応方針 

 

管理不全空家等と認められる場合は、早期に必要な措置をとるよう指導するなど、特

定空家等に移行しないよう適切な管理を促します。 

所有者等による管理状態に改善が見られない場合には、管理不全土地建物管理制度※1

を活用して、管理人により管理不全状態を解消することを検討します。 

所有者等が不明の場合は、財産管理人制度※2 を活用し財産管理人による適切な管理も

しくは処分されることを検討します。 

 

※１　管理不全土地建物管理制度とは、所有者等による管理が適切に行われないために荒

廃・老朽化等している土地（建物）に対して、利害関係者が裁判所に請求すれば、

条件を満たした場合、選任された管理人により当該土地（建物）の管理ができる制

度です。誰を管理人に選任するかは裁判所が決めますが、事案に応じて弁護士や司

法書士、土地家屋調査士などが選任されることが想定されます。 

 

※２　財産管理人制度とは、誰も管理処分ができない「所有者等がいない財産（相続財産

及び不在者財産）」に対して、財産管理の必要性を利害関係人が裁判所に申立て、

財産管理人が選任されることで「財産の管理」が可能となる制度です。「財産の管

理」には土地の任意売却や建物の解体といった処分行為も含まれます。財産管理人

は、通常、不在者との関係や利害関係の有無などを考慮して、適格性が判断されて

いるようです。場合によっては、弁護士、司法書士などの専門職が選ばれることも

あります。 

 

（2） 管理不全空家等の判断基準の考え方 

 

駒ヶ根市では、国で統一的に示された、法の基本指針及び「管理不全空家等及び特定

空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針（ガイドライン）」を

判断基準とします。 

 

（3） 特定空家等の対応方針 

 

　　特に早急に解消を図る必要があるような、危険性の高いものについて、特定空家等と

扱い、解消するための指導を優先し行っていく。 

 

（4） 特定空家等の判断基準の考え方 

 

駒ヶ根市では、国で統一的に示された、法の基本指針及び「管理不全空家等及び特定

空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針（ガイドライン）」を

判断基準とします。 
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（5） 管理不全空家等および特定空家等の判断基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ア） 建築物等の倒壊 

以下に掲げる状態の例であって建築物等の倒壊につながるものを対象として、特定空

家等又は管理不全空家等であることを総合的に判断する。 

 

1）建築物 

 

 

 

 

 

 管理不全空家等 特定空家等

 ・屋根の変形又は外装材の剥落若しくは脱

落 

・構造部材の破損、腐朽、蟻害、腐食等 

・雨水浸入の痕跡

・倒壊のおそれがあるほどの著しい建築物の

傾斜 

・倒壊のおそれがあるほどの著しい屋根全体

の変形又は外装材の剥落若しくは脱落 

・倒壊のおそれがあるほどの著しい構造部材

（基礎、柱、はりその他の構造耐力上主要

な部分をいう。以下同じ。）の破損、腐朽、

蟻害、腐食等又は構造部材同士のずれ

 （備考） 

・倒壊のおそれがあるほどの著しい建築物の傾斜は、1/20超が目安となる。 

・傾斜を判断する際は、２階以上の階のみが傾斜している場合も、同様に取り扱うことが考

えられる。 

・屋根の変形又は外装材の剥落若しくは脱落は、過去に大きな水平力等が加わり、構造部材

に破損等が生じている可能性が高い事象である。

ケース１　保安上危険に関して参考となる基準 

「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態（特定空家

等）」又は「そのまま放置すれば当該状態の特定空家等に該当することとなるおそれの

ある状態（管理不全空家等）」であるか否かの判断に際しては、以下に掲げる放置した

場合の悪影響ごとに、それぞれに掲げる状態の例を参考として総合的に判断する。なお、

以下に掲げる放置した場合の悪影響及び状態の例によらない場合も、個別の事案に応じ

て適切に判断する必要がある。
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2）門、塀、屋外階段等 

 

3）立木 

 

（イ） 擁壁の崩壊 

以下に掲げる状態の例であって擁壁の崩壊につながるものを対象として、特定空家等

又は管理不全空家等であることを総合的に判断する。 

 

 

 

 

 管理不全空家等 特定空家等

 ・構造部材の破損、腐朽、蟻害、腐食等 ・倒壊のおそれがあるほどの著しい門、塀、

屋外階段等の傾斜  

・倒壊のおそれがあるほどの著しい構造部材

の破損、腐朽、蟻害、腐食等又は構造部材

同士のずれ

 管理不全空家等 特定空家等

 ・立木の伐採、補強等がなされておらず、

腐朽が認められる状態

・倒壊のおそれがあるほどの著しい立木の傾

斜 

・倒壊のおそれがあるほどの著しい立木の幹

の腐朽

 （備考） 

・立木の傾斜及び腐朽に関しては、「都市公園の樹木の点検・診断に関する指針（案）参考

資料」（平成29年９ 月 国土交通省）における樹木の点検の考え方や手法等が参考にでき

る。以下（ウ）３）及び（エ）２）において同様とする。

 管理不全空家等 特定空家等

 ・擁壁のひび割れ等の部材の劣化、水のし

み出し又は変状 

・擁壁の水抜き穴の清掃等がなされておら

ず、排水不良が認められる状態

・擁壁の一部の崩壊又は著しい土砂の流出 

・崩壊のおそれがあるほどの著しい擁壁のひ

び割れ等の部材の劣化、水のしみ出し又は

変状

 （備考） 

・擁壁の種類に応じて、それぞれの基礎点（環境条件・障害状況）と変状点の組合せ（合計

点）により、擁壁の劣化の背景となる環境条件を十分に把握した上で、危険度を総合的に

評価する。この場合、「宅地擁壁の健全度判定・予防保全対策マニュアル」（令和４年４

月国土交通省）が参考にできる。
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（ウ） 部材等の落下 

以下に掲げる状態の例であって部材等の落下につながるものを対象として、特定空家

等又は管理不全空家等であることを総合的に判断する。 

 

1）外装材、屋根ふき材、手すり材、看板等 

 

2）軒、バルコニーその他の突出物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 管理不全空家等 特定空家等

 ・外壁上部の外装材、屋根ふき材若しくは

上部に存する手すり材、看板、雨樋、給

湯設備、屋上水槽等の破損又はこれらの

支持部材の破損、腐食等

・外装材、屋根ふき材、手すり材、看板、雨

樋、給湯設備、屋上水槽等の剥落又は脱落 

・落下のおそれがあるほどの著しい外壁上部

の外装材、屋根ふき材若しくは上部に存す

る手すり材、看板、雨樋、給湯設備、屋上

水槽等の破損又はこれらの支持部材の破

損、腐食等

 （備考） 

・既に外装材等の剥落又は脱落がある場合は、他の部分の外装材等の落下が生じる可能性が

高いと考えることができる。ただし、上部の外装材等の落下が生じるかの判断が必要にな

る。

 管理不全空家等 特定空家等

 ・軒、バルコニーその他の突出物の支持部

分の破損、腐朽等

・軒、バルコニーその他の突出物の脱落 

・落下のおそれがあるほどの著しい軒、バル

コニーその他の突出物の傾き又はこれらの

支持部分の破損、腐朽等

 （備考） 

・既に軒等の脱落がある場合は、他の部分の軒等の落下が生じる可能性が高いと考えること

ができる。
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3）立木の枝 

 

（エ） 部材等の飛散 

以下に掲げる状態の例であって部材等の飛散につながるものを対象として、特定空家

等又は管理不全空家等であることを総合的に判断する。 

 

1）屋根ふき材、外装材、看板等 

 

2）立木の枝 

 
 

 管理不全空家等 特定空家等

 ・立木の大枝の剪定、補強がなされてお

らず、折れ又は腐朽が認められる状態

・立木の大枝の脱落 

・落下のおそれがあるほどの著しい立木の

上部の大枝の折れ又は腐朽

 （備考） 

・既に立木の大枝の脱落がある場合は、他の上部の大枝の落下が生じる可能性が高いと

考えることができる。

 管理不全空家等 特定空家等

 ・屋根ふき材、外装材、看板、雨樋等の破

損又はこれらの支持部材の破損、腐食等

・屋根ふき材、外装材、看板、雨樋等の剥落

又は脱落・飛散のおそれがあるほどの著し

い屋根ふき材、外装材、看板、雨樋等の破

損又はこれらの支持部材の破損、腐食等

 （備考） 

・既に屋根ふき材等の剥落又は脱落がある場合は、他の部分の屋根ふき材等の飛散が生じる

可能性が高いと考えることができる。

 管理不全空家等 特定空家等

 ・立木の大枝の剪定、補強がなされておら

ず、折れ又は腐朽が認められる状態

・立木の大枝の飛散 

・飛散のおそれがあるほどの著しい立木の大

枝の折れ又は腐朽

 （備考） 

・既に立木の大枝の飛散がある場合は、他の部分の大枝の飛散が生じる可能性が高いと考え

ることができる。
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（ア） 石綿の飛散 

以下に掲げる状態の例であって石綿の飛散につながるものを対象として、特定空家等

又は管理不全空家等であることを総合的に判断する。 

 

（イ） 健康被害の誘発 

以下に掲げる状態の例であって健康被害の誘発につながるものを対象として、特定空

家等又は管理不全空家等であることを総合的に判断する。 

1）汚水等 

 

2）害虫等 

 

 管理不全空家等 特定空家等

 ・吹付け石綿の周囲の外装材又は石綿使用

部材の破損等

・石綿の飛散の可能性が高い吹付け石綿の露

出又は石綿使用部材の破損等

 管理不全空家等 特定空家等

 ・排水設備の破損等 ・排水設備（浄化槽を含む。以下同じ。）か

らの汚水等の流出 

・汚水等の流出のおそれがあるほどの著しい

排水設備の破損等

 管理不全空家等 特定空家等

 ・清掃等がなされておらず、常態的な水た

まりや多量の腐敗したごみ等が敷地等に

認められる状態

・敷地等からの著しく多数の蚊、ねずみ等の

害虫等の発生 

・著しく多数の蚊、ねずみ等の害虫等の発生

のおそれがあるほどの敷地等の常態的な水

たまり、多量の腐敗したごみ等

ケース２　衛生上有害に関して参考となる基準 

「そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態（特定空家等）」又

は「そのまま放置すれば当該状態の特定空家等に該当することとなるおそれのある状態

（管理不全空家等）」であるか否かの判断に際しては、以下に掲げる放置した場合の悪

影響ごとに、それぞれに掲げる状態の例を参考として総合的に判断する。なお、以下に

掲げる放置した場合の悪影響及び状態の例によらない場合も、個別の事案に応じて適切

に判断する必要がある。
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3）動物の糞尿等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
以下に掲げる状態の例であって景観悪化につながるものを対象として、特定空家等又 

は管理不全空家等であることを総合的に判断する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 管理不全空家等 特定空家等

 ・駆除等がなされておらず、常態的な動物

の棲みつきが敷地等に認められる状態

・敷地等の著しい量の動物の糞尿等 

・著しい量の糞尿等のおそれがあるほど常態

的な敷地等への動物の棲みつき

 管理不全空家等 特定空家等

 ・補修等がなされておらず、屋根ふき材、

外装材、看板等の色褪せ、破損又は汚損

が認められる状態 

・清掃等がなされておらず、散乱し、又は

山積したごみ等が敷地等に認められる状

態

・屋根ふき材、外装材、看板等の著しい色褪

せ、破損又は汚損 

・著しく散乱し、又は山積した敷地等のごみ

等

 （備考） 

・景観法に基づく景観計画、同法に基づく景観地区における都市計画等において、上記の状

態に関係する建築物の形態意匠に係る制限等が定められている場合は、上記の状態に該当

することの判断を積極的に行うことが考えられる。

ケース３　景観悪化に関して参考となる基準 

「適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態（特定空家

等）」又は「そのまま放置すれば当該状態の特定空家等に該当することとなるおそれの

ある状態（管理不全空家等）」であるか否かの判断に際しては、以下に掲げる状態の例

を参考として総合的に判断する。なお、以下に掲げる状態の例によらない場合も、個別

の事案に応じて適切に判断する必要がある。
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（ア） 汚水等による悪臭の発生 

以下に掲げる状態の例であって汚水等による悪臭の発生につながるものを対象として、

特定空家等又は管理不全空家等であることを総合的に判断する。 

 

（イ） 不法侵入の発生 

以下に掲げる状態の例であって不法侵入の発生につながるものを対象として、特定空

家等又は管理不全空家等であることを総合的に判断する。 

 

 

 
 

 管理不全空家等 特定空家等

 ・排水設備の破損等又は封水切れ 

・駆除、清掃等がなされておらず、常態的

な動物の棲みつき又は多量の腐敗したご

み等が敷地等に認められる状態

・排水設備（浄化槽を含む。以下同じ。）の

汚水等による悪臭の発生 

・悪臭の発生のおそれがあるほどの著しい排

水設備の破損等 

・敷地等の動物の糞尿等又は腐敗したごみ等

による悪臭の発生 

・悪臭の発生のおそれがあるほどの著しい敷

地等の動物の糞尿等又は多量の腐敗したご

み等

 管理不全空家等 特定空家等

 ・開口部等の破損等 ・不法侵入の形跡 

・不特定の者が容易に侵入できるほどの著し

い開口部等の破損等

ケース４　周辺の生活環境の保全への影響に関して参考となる基準 

「その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態（特 

定空家等）」又は「そのまま放置すれば当該状態の特定空家等に該当することとなるお 

それのある状態（管理不全空家等）」であるか否かの判断に際しては、以下に掲げる放

置した場合の悪影響ごとに、それぞれに掲げる状態の例を参考として総合的に判断す

る。なお、以下に掲げる放置した場合の悪影響及び状態の例によらない場合も、個別の

事案に応じて適切に判断する必要がある。
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（ウ） 落雪による通行障害等の発生 

以下に掲げる状態の例であって落雪による通行障害等の発生につながるものを対象と

して、特定空家等又は管理不全空家等であることを総合的に判断する。 

 

（エ） 立木等による破損・通行障害等の発生 

以下に掲げる状態の例であって立木等による破損・通行障害等の発生につながるもの 

を対象として、特定空家等又は管理不全空家等であることを総合的に判断する。 

 

（オ） 動物等による騒音の発生 

以下に掲げる状態の例であって動物等による騒音の発生につながるものを対象として、

特定空家等又は管理不全空家等であることを総合的に判断する。 

 
 
 
 

 管理不全空家等 特定空家等

 ・通常の雪下ろしがなされていないことが

認められる状態 

・雪止めの破損等

・頻繁な落雪の形跡 

・落下した場合に歩行者等の通行の妨げ等の

おそれがあるほどの著しい屋根等の堆雪又

は雪庇 

・落雪のおそれがあるほどの著しい雪止めの

破損等

 （備考） 

・豪雪地帯対策特別措置法第２条第１項に基づく豪雪地帯又は同条第２項に基づく特別豪雪

地帯の指定等当該地域における通常の積雪の程度等を踏まえて、上記状態に該当すること

の判断を適切に行うことが考えられる。

 管理不全空家等 特定空家等

 ・立木の枝の剪定等がなされておらず、立

木の枝等のはみ出しが認められる状態

・周囲の建築物の破損又は歩行者等の通行の

妨げ等のおそれがあるほどの著しい立木の

枝等のはみ出し

 管理不全空家等 特定空家等

 ・駆除等がなされておらず、常態的な動物

等の棲みつき等が敷地等に認められる状

態

・著しい頻度又は音量の鳴き声を発生する動

物の敷地等への棲みつき等
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（カ） 動物等の侵入等の発生 

以下に掲げる状態の例であって動物等の侵入等の発生につながるものを対象として、

特定空家等又は管理不全空家等であることを総合的に判断する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 管理不全空家等 特定空家等

 ・駆除等がなされておらず、常態的な動

物等の棲みつきが敷地等に認められる

状態

・周辺への侵入等が認められる動物等の敷

地等への棲みつき
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1 具体的な施策と達成目標 

 

（１） 空き家発生の抑制（空き家化の予防） 

令和 2年度から令和 7年度でＡランク空き家は、1.35 倍に増加しました。 

駒ヶ根市の人口推計から見込まれる人口減少状況から空家の増加傾向は今後も続くと

考えられます。 

第 1期、第 2期に引き続き、市民へ空き家の実態を広く周知するとともに、新たに空

き家予備軍への働きかけなどの空き家増加の抑制施策を強化し、空き家の増加率を現

在の水準に抑えます。 

 

（ア） 広報、チラシ等による啓発 

空き家情報小冊子「あなたの空き家大丈夫ですか？」を継続作成し活用していきま

す。第３期空家等実態調査により判明した空き家所有者等へ送付することで、適正管

理を呼びかけていきます。 

広報誌、ＣＡＴＶを活用した広報を実施します。 

 

（イ） 相談窓口（都市計画課）における相談の実施 

引き続き、所有者等が抱える空き家に係る相談に随時応じていきます。相談内容に

よっては、庁内連携により担当部署へつなぐ、情報提供を行うなど、問題解決に寄り

添っていきます。 

 

（ウ） 空き家相談会の開催による空き家バンク登録の促進 

空家等対策協議会や空き家バンク等との連携による空き家相談会を開催し、空き家予備軍

を含めた様々な空き家問題の早期解決につなげます。 
 

（エ） 相続登記の啓発 

令和 6年 4月１日に改正された不動産登記法により相続登記の申請が義務化された

ことの周知および相続登記の呼びかけを行います。所有者不明空き家の増加抑制を図

り、空き家問題の早期解決につなげます。 
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目標１【Ａランク空き家増加の抑制】 

 

  

 

（２）空き家の流通・活用促進 

意向調査結果から、売却を希望する空き家所有者が比較的多く、管理状態が良好な

空き家所有者ほど空き家バンクへの登録を考えていることが伺えます。また、近年の

働き方改革やテレワークの普及といった社会の変化により、働き盛り世代においても

都市部から地方への移住を選択する動きが広がっており、今後さらなる需要の高まり

が考えられます。 

本計画では、空き家相談会の回数を増やすことにより、空き家バンク登録数の増加

を図ることで、空き家の流通・活用の促進につなげるとともに、働き方の多様化やラ

イフスタイルの変化に伴う「地方移住」の需要拡大への対応を図ります。 

 

（ア） 「空き家バンク」・「信州駒ヶ根暮らし推進協議会」との連携 

空き家バンクと信州駒ヶ根暮らし推進協議会との連携により、移住希望者や地域住

民に対し、空き家情報の提供や利活用の相談・マッチングを強化します。さらに、地

域資源としての空き家の活用促進を通じ、移住定住の推進や地域活性化を図ります。 

 

（イ） 「空き家バンク」の積極的な情報発信 

市のホームページ、広報紙を活用して空き家バンクの情報発信を強化します。一方、

空き家所有者等が市外に居住している場合も多いため、固定資産税納税通知書に空き

家の啓発チラシを同封するなど、市外の所有者等への周知・啓発を検討していきます。 

また、令和 7年度の実態調査で判明した空き家所有者に空き家バンクのパンフレット

を送付します。 

 

（ウ） 空き家相談会の開催による空き家バンク登録の促進（再掲） 

空家等対策協議会との連携による空き家相談会の開催回数を増やすことで、空き家

バンクの登録数の増加につなげます。 

 

 

 

 
平成 28 年度 令和２年度 

現状値 目標値 

令和 7 年度 令和 17 年度 

増加率 ― 1.61 倍 1.35 倍 1.35 倍 

 

第 4 章　具体的な施策と達成目標　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



37 

 
 

目標２【空き家相談会による空き家バンク申請数の増加】 

  

 

 

 

 

（エ） 補助制度の活用による流通促進 

空き家の有効活用促進のために創設された以下の支援制度を継続し、周知・広報活

動を行います。新たに移住者が空き家バンク登録物件の購入をする際の補助や空き家

バンク登録物件の改修、片付けに係る経費の一部を補助することで、空き家バンクの

物件登録促進および成約促進を図ります。 

 
(1) 駒ヶ根市空き家片づけ事業補助制度 

空き家の有効活用促進のため、空き家バンク登録物件の片付けに係る経費の一

部を補助します。 

 

(2) 駒ヶ根市空き家バンク成約奨励金 

空き家の有効活用を促進し、空き家バンクへの物件登録推進を図るため、空き

家バンク登録物件の売買・賃貸借契約が成立した所有者の方に奨励金をお渡しし

ます。 

 

(3) 駒ヶ根市空き家バンク改修補助金 

空き家の有効活用促進のため、空き家バンク登録物件の改修に係る経費の一部

を補助します。 

 

（オ） 空き家の活用促進に係る制度の検討 

(1) 「空家等活用促進区域」の検討 

空家等活用促進区域は、地域の実情に応じて空き家等の活用を特に推進する区

域を定め、居住や交流拠点、地域活性化に資する利活用を促す制度です。区域を

明確にすることで、住環境の改善、地域コミュニティの再生、移住・定住の促進

につなげることを目的としています。駒ヶ根市においても、人口動態や地域特性

を踏まえ、空家等活用促進区域の指定の必要性や効果について検討を進めます。 

 

 

 
令和元年度 

現状値 目標値 

令和 6 年度 令和 17 年度 

空き家相談会の開催 １回／年 12 回／年 13 回／年 

空き家バンク申請件数 ５件／年 35 件／年 40 件／年 
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(2) 「空家等管理活用支援法人指定」の検討 
空家等管理活用支援法人は、空き家の所有者や利用希望者に対して、管理・利

活用に関する専門的な相談や支援を行う法人を市町村が指定できる制度です。所

有者の管理不安を軽減するとともに、利活用につながるマッチングを促進し、地

域における空き家対策の推進を図ります。駒ヶ根市においても、地域団体や民間

事業者との連携可能性を踏まえ、空家等管理活用支援法人の指定導入に向けた検

討を行います。 
 

(3) 「老朽危険空家等の解体補助制度」の検討 
法の規定に基づき、管理不全空家等又は特定空家等に認定された空き家または

これに付属する工作物について、空き家等を除却する措置を講ずる方に対して、

助成の要件を満たす場合にその費用の一部を助成する制度の導入を検討します。 
 

（３）管理不全な空き家状態の防止・解消 

Ｂ（管理不全）ランク空き家及びＣ（倒壊等の危険性が高い）ランク空き家の解消

に向けた取り組みにより、第１期は 60％、第２期は 33％の解消につなげることができ

ました。 

第３期では、第２期に引き続き所有者への啓発等の取り組みを強化し、また法に基

づく措置の実施により、Ｂランク空き家は 70％、Ｃランク空き家は 20％の解消を目指

します。 

 

（ア） 空き家の適切な管理の促進 

空き家の所有者等には、空き家を適切に管理することの必要性や、管理不全空家等

が引き起こす様々な問題、管理方法、相談窓口などの情報を早期に市から提供し、所

有者等が自発的に適切な管理をすることを促します。 

高齢などのため自分で管理することが困難な方には、民間事業者が提供する空き家

の管理サービスの紹介を行います。 

また、遠方に住んでいる方には、ふるさと納税の返礼品として「駒ヶ根市伊南シル

バー人材センター」が行う空き家（空き地）管理サービスの紹介を行います。 

 

 

 

 

 

 

第 4 章　具体的な施策と達成目標　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



39 

 
 

（イ） Ｂ（管理不全）・Ｃ（倒壊等の危険性が高い）ランク空き家の解消 

Ｂランクの空き家については、所有者に対し、適切な管理を促す指導を行います。

指導による改善が見られないときは、法に基づき必要な措置をとることを勧告します。 

Ｃランクの空き家 5件の内 1件については、主要道路沿線に位置していることから、

防災及び景観等への影響を及ぼす恐れがあり、対策が必要なことから、法に基づく改

善指導を繰り返し実施します。 

また、特定空家等に指定された空き家については、早期に具体的措置を進めます。 

なお、5件の内 4件は、集落や道路から離れ、山中にあることから、前述の影響を

及ぼす恐れが低いため、以下の目標値とします。 

目標３【管理不全空家の解消】 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成28年度調査 令和２年度調査 令和7年調査 令和17年調査

当初数 当初数 当初数 目標値

15件のうち
9件の解消

６０％の解消
６0％の解消
（目標70％）

3件のうち
1件の解消

６０％の解消
33％の解消

（目標70％）

5件

8件 ７０％の解消

20％の解消

Ｂランク空家数 １０件 １５件

令和2年度までの実績 令和7年度までの実績

10件のうち
6件の解消

5件のうち
3件の解消Ｃランク空家数 5件 3件
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2 計画の進行管理 

この計画に基づく各施策について、定期的に効果を検証し、適宜見直しを行います。

また、計画の最終年度には、市内の空き家の状況を改めて調査し、その成果を検証し

ます。 

 

3 空家等実態調査結果に基づく具体的取組スケジュール 

 

 
 
 
 

 

令和 7 年度

第 3 期 

計画期間

 令和 

8 年度

令和 

9 年度

令和 

10 年度

令和 

11 年度

令和 

12 年度

令和 

13 年度

令和 

14 年度

令和 

15 年度

令和 

16 年度

令和 

17 年度

 ・計画策定等 

・関係団体連携 

●空家

等対策

協議会 
 
●空き

家バン

ク連携

●空家

等実態

調査実

施 
●成果

の検証

 Ａランク 

 

適正管理の 
継続 
 
流通・活用促
進

 Ｂランク 

 

解消

  

対象空

家等の

解消の

検証

 

対象空

家等の

解消の

検証

 Ｃランク 

 

解消

  
 
代執行

等 
具体的

措置

 
 
対象空

家等の

解消の

検証

 
 
代執行

等 
具体的

措置

 
 
対象空

家等の

解消の

検証

・「空き家バンク」「信州駒ヶ根暮らし駒ヶ根推進協議会」等との連携による利活用促進 

・「空き家バンク」等の利活用促進に関する積極的な情報発信 

・専門家団体との連携による課題解決（相続等） 

・管理事業者等の紹介等による適正管理の促進

・所有者への啓発 

・環境改善指導（繰り返し実施）

・特定空家等の指定 

・法に基づく改善指導

・所有者への啓発 

・環境改善指導（繰り返し実施）

・特定空家等の指定 

・法に基づく改善指導
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資料 1 空家等実態調査 

（１） 調査概要 

 

 業務背景 平成 24年度調査、平成 28年度調査、令和 2年度調査空き家及び

令和 7年 1月時点１年以上閉栓している建物について、固定資産税

情報と照らし合わせ、地域内の安全確保、防災上及び活用の観点か

ら、調査した。 

・調査対象：現在居住及び活用していない建物 

・調査対象外：物置や農作業場等で活用されている建物 

･所有者が不明である建物についても含む。

 業務目的 空き家の発生予防・活用・適正管理等の総合的な空家等対策の検討資

料とし、今後の空き家及び特定空家等の対策に活用するため空き家の

現地調査及び所有者等への意向調査を実施し、駒ヶ根市の空き家の分

布傾向や実態把握を行った。

 準拠する法令 仕様書による他、次の関係法令、諸規則等を準拠 

1）空家等対策の推進に関する特別措置法（平成 26年 11 月 27 日法

律第 127 号） 

2）空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的

な指針（平成 27年 2月 26 日付け総務省・国土交通省告示第 1号） 

3）「管理不全空家等及び特定空家等に対する措置」に関する適切な

実施を図るために必要な指針(ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ) 

4）『地方公共団体における空家調査の手引き』 

（国土交通省住宅局） 

5）駒ヶ根市財務規則及び諸規則 

6）個人情報保護法 

7）その他の関係法令及び通達等

 調査内容 【空家等現地調査】 

現地調査とは、空き家想定分布図をもとに空き家の場所を確認し、

外観目視による現地調査を「地方公共団体における空家調査の手引

き」、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に準拠し、現地調

査票をもとに空き家の特定を行った。なお、現地調査票は資料編を

参照。 

【空家等意向調査】 

空家等現地調査後、空き家の所有者等に対し、所有者としての意

向を調査 

（改善の意思を確認することを含む。）

 調査対象範囲 市内全域 852 戸　空家等 433 戸
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資料２　空家等実態調査結果 

 
1現地調査結果 

（１） 空家等の管理状況 

平成28年度、令和2年度の調査結果と比べ管理不全の空き家（Ｂランク）、倒壊等の危

険性が高い空き家（Ｃランク）は共に減少している。 

また、管理良好な空き家（Ａランク）は令和2年度比で約1.4倍に増加しており、樹木

等の繁茂等があるものもある。 

 

表１空家等の管理状況（単位：件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１空家等の管理状況結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

件数 比率 件数 比率 件数 比率

A
管理良好
一時的な草木の繁殖があるものも含む。小規模の修繕により再利用が可能

管理不全空家等
可能性なし

192 92.8% 310 94.5% 420 97.0%

B
管理不全
一定の管理はされているが、草木の繁殖等があるもの。損傷が見られるが、当
面の危険性はない

管理不全空家等
可能性あり

10 4.8% 15 4.6% 8 1.8%

C
倒壊等の危険性が高い
管理されておらず、倒壊の危険性があるもの。今すぐに倒壊や建築材の飛散等
の危険性はないが、損傷が激しい

特定空家等
可能性あり

5 2.4% 3 0.9% 5 1.2%

合計 207 100.0% 328 100.0% 433 100.0%

ランク 判定内容 可能性
平成28年度 令和2年度 令和7年度
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図２－１行政区別空家等の数（単位：件） 
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回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

居住者が死亡したため 18 26.1% 43 30.9% 50 30.7%

別の住居へ転居したため 14 20.3% 40 28.8% 42 25.8%

居住者が施設・病院へ入所・入院したため 5 7.2% 16 11.5% 22 13.5%

賃借人などの入居者が退去したため 10 14.5% 10 7.2% 14 8.6%

売却用に取得したが、購入者が見つからないため 2 2.9% 2 1.4% 5 3.1%

居住用に取得したが入居していないため 1 1.4% 5 3.6% 1 0.6%

居住者が長期の出張や転勤をしたため 1 1.4% 1 0.7% 1 0.6%

相続により取得したが入居していないため 5 7.2%

税制上の理由で取壊しを控えているため 3 4.3%

普段は利用していないため（別荘・セカンドハウスとして利用） 2 2.9%

子などの住居へ転居したため 1 1.4%

建替え・増改築・修繕のため一時的に退去しているため 0 0.0%

その他 6 8.7% 17 12.2% 17 10.4%

未回答 1 1.4% 5 3.6% 11 6.7%

計 69 100.0% 139 100.0% 163 100.0%

空家に至った理由
平成28年度 令和7年度令和2年度

 

（２） 空家等となる原因 

空家等になった原因としては居住者が死亡した後、これらを使う者がなく空家等と

なっている場合が多く、相続等をした人もお墓参りや里帰りに一次的に利用するため

取り壊しや賃貸・売却用にしないためと推測されます。 

また、居住者が長期入院や施設入所、長期出張などで長期不在、居住者の高齢化に

より、子などの親族宅へ転居、あるいは、他の場所に新築など移転後も建物の取り壊

しや売却などを行わず、空家等となっている事例もあります。 

 

表２空家等に至った理由（単位：件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 空家等の管理状況と所有者住所 

空家等の所有者の住所は市内が60.8%、市外が37.1%であるが、管理が適切でないＢ、Cラ

ンクでは、市内72.7%、市外等が18.2%と市内の比率が高い、また不明の比率は1.6%で、 

所有者が不明の建物は、建物危険度や樹木の繁殖が進む傾向にある。 

 

表３ランク別の所有者住所（単位：件） 

 
 
 

 

 

 

 

 

区分・住所 市内 県内 県外 不明 弁護士物件 合計
A 132 26 32 1 1 192
B 4 4 2 0 0 10

C 3 0 2 0 0 5

平成28年　計 139 30 36 1 1 207

A 179 55 56 20 0 310

B 11 0 1 3 0 15
C 3 0 0 0 0 3

令和2年　計 193 55 57 23 0 328

A 252 80 83 6 0 421

B 6 1 1 0 0 8
C 4 0 0 1 0 5

令和7年　計 262 81 84 7 0 434
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図4-1空家等の所有者住所（平成28年度）図4-2空家等の所有者住所（令和2年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4-3空家等の所有者住所（令和7年度） 
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単身
世帯

夫婦のみ
世帯

2世代世帯
（親と子の世帯）

3世代世帯
（祖父母と親と子など）

その他 未回答

20～29歳 0 0 0 0 0 0 0

30～39歳 0 0 0 0 0 0 0

40～49歳 1 0 2 0 0 0 3

50～59歳 1 1 11 3 0 0 16

60～64歳 4 4 4 1 0 0 13

65～69歳 2 5 4 1 0 0 12

70～74歳 4 4 2 2 0 1 13

75歳以上 5 7 7 1 1 2 23

未回答 0 0 0 0 0 9 9

計 17 21 30 8 1 12 89

年齢
世帯構成

計

単身
世帯

夫婦のみ
世帯

2世代世帯
（親と子の世帯）

3世代世帯
（祖父母と親と子など）

その他 未回答

20～29歳 0 0 0 0 0 0 0

30～39歳 0 0 4 1 3 0 8

40～49歳 1 1 3 2 2 0 9

50～59歳 1 1 11 2 2 0 17

60～69歳 6 12 13 4 1 0 36

70～79歳 4 18 9 7 5 0 43

80歳以上 15 7 9 0 4 0 35

未回答 0 0 0 0 7 2 9

計 27 39 49 16 24 2 157

年齢 計
世帯構成

 

 

2意向調査結果 

（１） 所有者等の年齢と世帯構成 

回答があった方の年齢については、70歳代が29.1%と最も多かった。世帯構成につい

ては、2世代世帯（親と子の世帯）が30.8%と最も多かった。 

所有者の年齢の変化を見ると高齢化が進んでいることが分かる。 

 

表４－１所有者等の年齢と世帯構成（平成28年度）（単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表４－２所有者等の年齢と世帯構成（令和2年度）（単位：人） 
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単身
世帯

夫婦のみ
世帯

2世代世帯
（親と子の世帯）

3世代世帯
（祖父母と親と子など）

その他 未回答

20～29歳 0 0 0 0 0 0 0

30～39歳 0 0 0 1 1 0 2

40～49歳 3 3 4 0 0 0 10

50～59歳 3 5 9 4 2 2 25

60～69歳 9 13 19 0 2 0 43

70～79歳 13 22 16 1 1 1 54

80歳以上 11 10 12 5 2 5 45

未回答 0 0 0 0 3 6 9

計 39 53 60 11 11 14 188

年齢 計
世帯構成

住宅の使用方法 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

空家になっている 77 44.5% 86 45.7%

倉庫、物置として利用している※ 15 33.3% 41 23.7% 43 22.9%

自宅として使用している 6 13.3% 8 4.6% 12 6.4%

帰省時に使用している 8 4.6% 10 5.3%

現在は使用していないが、将来は使用する予定でいる 2 1.2% 10 5.3%

週末や休暇時に使用している 12 26.7% 8 4.6% 6 3.2%

賃貸住宅として貸し出している 2 4.4% 9 5.2% 2 1.1%

その他 9 20.0% 14 8.1% 13 6.9%

未回答 1 2.2% 6 3.5% 6 3.2%

計 45 100.0% 173 100.0% 188 100.0%

※平成28年調査時の「住まいは他にあり、住宅以外の目的で使用している」を含む

平成28年度 令和7年度令和2年度

 

 

表４－３所有者等の年齢と世帯構成（令和7年度）（単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 住宅の使用状況と使用方法 

使用状況と使用方法として回答が多かったのは「空家になっている」で45.7%、「倉

庫、物置として利用している」が22.9%であり、「現在は使用していないが、将来は使

用する予定でいる」の6.4%を含むと、回答があった建物の内、75.0%が現在は人の居住

がない。 

 

表５住宅の使用状況と使用方法（単位：件） 
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回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

昭和２４年以前
（１９４９年以前)

15 11.7% 17 11.8%

昭和２５～４２年
（１９５０～１９６７年）

28 21.9% 29 20.1%

昭和４３～昭和５５年
（１９６８～１９８０年）

50 39.1% 49 34.0%

昭和５６年～平成11年
（１９８１年～１９９９）

20 15.6% 24 16.7%

平成１２年～（２０００年） 1 0.8% 2 1.4%

未回答 8 15.1% 14 10.9% 23 16.0%

計 53 100.0% 128 100.0% 144 100.0%

令和7年度

空家等の建築時期

平成28年度 令和2年度

36 67.9%

9 17.0%

回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

使用していない 57 36.8% 74 39.4%

1年に数回 9 64.3% 21 13.5% 30 16.0%

常時使用している 18 128.6% 15 9.7% 18 9.6%

2～3ヵ月に1回 5 35.7% 9 5.8% 16 8.5%

月に1回以上 5 35.7% 23 14.8% 15 8.0%

週に1回以上 2 14.3% 9 5.8% 9 4.8%

数年に1回 2 14.3% 4 2.6% 4 2.1%

その他 3 21.4% 6 3.9% 3 1.6%

未回答 2 14.3% 11 7.1% 19 10.1%

計 14 100.0% 155 100.0% 188 100.0%

住宅の利用頻度
平成28年度 令和7年度令和2年度

 

 

（３） 住宅の利用頻度 

住宅を利用頻度として多かったのは「使用していない」39.4%で、次いで「1年に数

回」16.0%であった。住宅の使用状況と使用方法と比較してみると、空家になってはい

るが、何らかの使用をしていると回答しているが見受けられる。 

 

表６住宅の利用頻度（単位：件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

（４） 空家等の建築時期 

空家等の建築時期を見ると、昭和56年の建築基準法改正前に建てられた建物が多く、

65.9%を占めている。 

 

表７空家等の建築時期（単位：件） 
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回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

令和元年以降 4 3.0% 37 25.7%

平成21～30年 19 42.2% 59 44.7% 48 33.3%

平成11～20年 13 28.9% 28 21.2% 17 11.8%

平成1～10年 5 11.1% 15 11.4% 12 8.3%

昭和63年以前 1 2.2% 5 3.8% 9 6.3%

未回答 7 15.6% 21 15.9% 21 14.6%

計 45 100.0% 132 100.0% 144 100.0%

空家になった時期
平成28年度 令和7年度令和2年度

 

 

図５空家等の建築時期（単位：%） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５） 空家等になった時期 

空家等になった時期を分析した結果、「平成21～30年」33.3%、「令和元年以降」

25.7％、「平成11年～20年」11.8%、「平成1年～10年」8.3%、「昭和63年以前」6.3%

であった。平成20年以降に空家になった建物が約6割あり、空家の新規発生が顕著であ

る。 

 

表８空家等になった時期（単位：件） 
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回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

建物内部に破損がある 12 16.4% 35 18.7% 44 22.9%

現在でも住める状態である 22 30.1% 52 27.8% 43 22.4%

外壁の一部に破損、崩れがある 10 13.7% 22 11.8% 39 20.3%

屋根の瓦やトタン板等に剥がれがある 7 9.6% 23 12.3% 23 12.0%

物干し、バルコニーのいずれかに崩れがある 5 6.8% 14 7.5% 8 4.2%

把握していない 6 8.2% 12 6.4% 7 3.6%

建物が明らかに傾いている 1 1.4% 2 1.1% 2 1.0%

塀が道路側に傾いている 1 1.4%

その他 8 11.0% 14 7.5% 16 8.3%

未回答 1 1.4% 13 7.0% 10 5.2%

計 73 100.0% 187 100.0% 192 100.0%

空家の状態
平成28年度 令和7年度令和2年度

 

図６空家等になった時期（単位：件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（6） 空家等の状態 

空家等の状態を分析した結果、一番多かったのは「建物内部に破損がある」22.9%

であったが、「現在でも住める状態である」22.4%、「外壁の一部に破損、崩れがある」

20.3%で回答が多かった。また住める状態にはあるが内部に破損がある等の回答も見受

けられた。 

 

表９空家等の状態（単位：件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）、（2）、（4）、（5）より、建築基準法改正前の住宅に住んでいた高齢者の死亡や施

設等への入所、離れた所に住んでいた家族との同居等の理由により、空家等になっていると

推測できます。また高齢者の単身、夫婦世帯のみの世帯も多く、今後も空家等は増加、適切

な管理がされない空家も増加していくと考えられます。
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空家で困っている事 回答数 回答比率

建物の老朽化 74 48.7%

解体費用が高額で解体できない 58 38.2%

日々の維持管理 55 36.2%

建物内の家財道具、仏壇、遺品等の整理 49 32.2%

固定資産税等の税負担 42 27.6%

売却相手が見つからない 41 27.0%

維持管理に掛かる費用 33 21.7%

耐震性に不安がある 30 19.7%

相談したいことがあるが、どこに相談すればいいかわからない 24 15.8%

改修費用が高額で改修できない 18 11.8%

賃貸相手が見つからない 17 11.2%

相続に関する問題 17 11.2%

特にない 13 8.6%

その他 14 9.2%

未回答 16 10.5%

計 501

回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

行っている 25 51.0% 112 83.6% 120 78.9%

行っていない 20 40.8% 11 8.2% 15 9.9%

未回答 4 8.2% 11 8.2% 17 11.2%

計 49 100.0% 134 100.0% 152 100.0%

空家の維持管理
平成28年度 令和7年度令和2年度

 

 

（7） 空家等で困っている事 

空家等で困っている事を分析した結果、複数回答する人が多く、空家等に対して何

らかの困っていることがある。その中でも多かったのは「建物の老朽化」で48.7%、「解

体費用が高額で解体できない」38.2%、「日々の維持管理」36.2%であった。 

 

表１０空家等で困っている事（令和7年度）（単位：件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８） 空家等の維持管理 

空家等の維持管理については、「行っている」が78.9%で、「行っていない」が9.9%

で、令和2年度調査時と比較しても大きな変化はない。 

 

表１１空家等の維持管理（単位：件） 
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建替えを行う
予定がある

改修を行う
予定がある

建替えまたは改修を
行う予定はない

建物の取り壊しを
行う予定である

未回答

行っている 1 7 75 27 9 119

行っていない 0 1 10 3 2 16

未回答 0 1 1 0 7 9

計 1 9 86 30 18 144

空家の
維持管理

空家の修繕予定

計

回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

遠方に住んでいるため維持管理が出来ない 7 19.4% 19 17.0% 19 16.0%

適切な管理の仕方がわからない 7 6.3% 14 11.8%

身体（年齢）的に維持管理が出来ない 3 8.3% 9 8.0% 12 10.1%

管理の委託料等の費用が高い 8 22.2% 7 6.3% 10 8.4%

管理を頼める人がいない 6 5.4% 9 7.6%

特にない 36 32.1% 21 17.6%

その他 7 19.4% 19 17.0% 14 11.8%

未回答 3 8.3% 9 8.0% 20 16.8%

計 36 100.0% 112 100.0% 119 100.0%

令和2年度
維持管理を行っていない理由

平成28年度 令和7年度

 

 

（９） 維持管理を行っていない理由 

維持管理を行っていない理由を分析した結果、回答が最も多かったのは「特にない」

17.6%であった。それ以外の理由としては「遠方に住んでおり、維持管理が出来ない」、

が16.0%で、「適切な管理の仕方がわからない」11.8%、「身体（年齢）的に維持管理

が出来ない」10.1％があった。 

 

表１２維持管理を行ってない理由（単位：件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１０）空家等の修繕予定 

 

表１３空家等の修繕予定（令和7年度）（単位：件） 
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回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

取り壊しに対する支援 25 18.7% 58 18.8% 69 16.8%

売却、賃貸に関する相談会 31 10.1% 40 9.7%

家財等の移転、処分に対する支援 17 12.7% 36 11.7% 38 9.2%

空き家の有効活用事例・手法に関する情報提供や相談窓口 14 10.4% 33 10.7% 32 7.8%

公的な機関による借上げ・活用 20 14.9% 30 9.7% 30 7.3%

リフォームに対する支援 9 6.7% 16 5.2% 29 7.1%

建物の維持管理の手法に関する情報提供や相談窓口 10 7.5% 24 7.8% 28 6.8%

空き家バンクなどの空き家物件情報の提供制度 7 5.2% 16 5.2% 25 6.1%

空家の清掃、管理サービス 15 4.9% 24 5.8%

所有者が納得いく使い方をしてくれる人を探す支援 22 5.4%

空き家対策を取り組む担当部署の集約（ワンストップ窓口の整備） 18 4.4%

相続登記のための司法書士に依頼した場合の委託費用にかかる補助 17 4.1%

空き家の無償譲渡に関するサービス 11 2.7%

耐震、改修箇所の診断、評価制度 8 2.6% 8 1.9%

建物の適正な維持管理に関する地域のルールや見守り制度 6 4.5%

相続相談窓口 3 2.2%

その他 2 1.5% 11 3.6% 3 0.7%

未回答 1 0.7% 30 9.7% 17 4.1%

計 134 100.0% 308 100.0% 411 100.0%

必要な制度
平成28年度 令和7年度令和2年度

 

 

（１１）空家等の利活用に必要な制度 

必要な制度を分析した結果、複数回答する人が多く、様々な支援を必要としている様子

が見受けられる。内容としては「取り壊しに対する支援」が前回調査時に引き続き最も多

く16.8%、次いで「売却、賃貸に関する相談会」9.7%、「家財等の移転、処分に対する支

援」9.2%、「空き家の有効活用事例・手法に関する情報提供や相談窓口」7.8%となってお

り、所有者が必要だと考える制度に変化は見られない。 

 

表１４空家等の利活用に必要な制度（単位：件） 
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空家の利活用方法 回答数 回答比率

適正価格で売却したい 34 17.3%

建物を解体して土地を活用したい 30 15.3%

安くてもいいから売却したい 29 14.8%

倉庫、物置として利用する 27 13.8%

適正価格で賃貸にしたい 16 8.2%

安くてもいいから賃貸にしたい 10 5.1%

行政等に寄付したい 8 4.1%

別荘（セカンドハウス）として利用する 8 4.1%

自分または家族が住む 5 2.6%

その他 12 6.1%

未回答 17 8.7%

計 196 100.0%

空家の利活用方法 回答数 回答比率

自らの居住のために使用したい 0 0.0%

自らの所有物の保管場所として使用したい 2 5.9%

賃貸住宅として貸し出したい 4 11.8%

商店・事業所として貸し出したい 2 5.9%

ボランティアや地域活動の場所として貸し出したい 3 8.8%

建物・土地を売却したい 11 32.4%

建物を取り壊して公共用地（公園等）として行政に使用してもらいたい 6 17.6%

その他 5 14.7%

未回答 1 2.9%

計 34 100.0%

 

 

（１２）空家等の利活用方法 

空家等を利活用方法について分析した結果、最も多い回答が「建物を解体して土地を活

用したい」が33.1％となっており、令和2年度調査の比べ、回答比率が高くなっている。「適正価

格で売却したい」18.0%で最も多く、次いで「安くてもいいから売却したい」13.1%、建物

解体したいと考える人が増加している。 
 

表１５－１空家等の利活用方法（平成28年度）（単位：件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１５－２空家等の利活用方法（令和2年度）（単位：件） 
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空家の利活用方法 回答数 回答比率

建物を解体して土地を活用したい 81 33.1%

適正価格で売却したい 44 18.0%

安くてもいいから売却したい 32 13.1%

倉庫、物置として利用する 25 10.2%

適正価格で賃貸にしたい 16 6.5%

安くてもいいから賃貸にしたい 12 4.9%

別荘（セカンドハウス）として利用する 8 3.3%

自分または家族が住む 8 3.3%

行政等に寄付したい 5 2.0%

その他 6 2.4%

未回答 8 3.3%

計 245 100.0%

回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

登録したい 10 7.3% 9 5.9%

条件によっては登録したい 27 19.7% 35 23.0%

登録するつもりはない 52 38.0% 35 23.0%

制度についてもっと詳しく知りたい 19 13.9% 13 8.6%

すでに空き家バンクに登録している 3 2.2% 13 8.6%

興味がある 23 46.9%

興味がない 7 14.3%

よくわからない 10 20.4%

その他 12 8.8% 19 12.5%

未回答 9 18.4% 14 10.2% 28 18.4%

計 49 100.0% 137 100.0% 152 100.0%

空き家バンクへの興味、登録
平成28年度 令和2年度 令和7年度

 

 

表１５－３空家等の利活用方法（令和7年度）（単位：件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１３）空き家バンクへの興味、登録 

空き家バンクへの登録について、「登録したい」、「条件によっては登録したい」が5.9%

と23.0%に対して「登録するつもりはない」が23.0%となっている。「すでに空き家バンク

に登録している」は8.6％であった。 

 

表１６－１空き家バンクへの興味、登録（単位：件） 
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図７－１空き家バンクへの興味（平成28年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７－２空き家バンクへの登録（令和2年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７－３空き家バンクへの登録（令和7年度） 
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（11）、（12）、（13）より、売却や取り壊しなどの方法による建物の再活用や処分をし

たいと考えている所有者が多い。空家等の解体に対する支援を積極的に進めることで空家等

の解消につながると考えられ、空き家バンクについては、条件によっては登録したいと考え

ている人が多くいるため、制度についてもっと詳しく知りたいと回答した人を含め、積極的

な情報発信を行っていくことで、利活用の促進が進むと思われる。
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資料３　空家等実態調査　現地調査票（1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考

備考

３．管理不全空家に関する判定

調　査　日　： 整理番号　：

１．基本項目

①建物の種類

１．一戸建て住宅 ２．店舗併用住宅

３．その他　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

３．3階以上　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

②構造

１．木造 ２．非木造

３．不明　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

２．空家判定

①表札 １．表札あり　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　） ２．表札なし

②郵便受け

１．ふさがっている ２．郵便物が溜まっている

③階数

１．１階 ２．２階

④ガスメーター

１．動いている ２．動いていない

３．取り外されている ４．確認できない

３．郵便物が溜まっていない ４．郵便受けがない・確認できない

③電気メーター

１．動いている ２．動いていない

３．取り外されている ４．確認できない

３．閉めきっていない（窓） ４．確認できない

⑤出入り口 １．門扉に施錠がされている ２．門扉に施錠がされていない・確認できない

⑥雑草の繁茂 １．手入れされている ２．手入れされていない

⑧カーテンの有無 １．カーテンがある ２．カーテンがない

⑨家具の有無

１．家具が置いてある ２．家具が置いてない

⑦窓・雨戸等

１．閉めきられている（雨戸） ２．一部閉めきられている（雨戸の一部、すべての窓）

３．確認できない

⑩洗濯物

１．洗濯物あり（空き家ではないので、調査終了） ２．洗濯物なし

３．確認できない

空家判定
（①～⑧を踏まえた判断）

１．空家である
（「３．特定空家に関する判定」に進む）

２．空家ではない
　（調査終了）

ランク 判　定　内　容 点　数

⑪外観 １．人が住んでる気配がない（廃屋風） ２．明らかに人が住んでいる（生活音、自動車等）

⑫看板 １．賃貸or売家などの看板がある ２．看板がない

Ｃ 今すぐに倒壊や建築材の飛散等の危険性はないが、損傷が激しい（老朽化が著しい） 60点以上

Ａ 小規模の修繕により再利用が可能（または修繕がほとんど必要ない） 　0～15点

Ｂ 損傷は見られるが、当面の危険性はない（多少の改修工事により再利用が可能） 20～55点
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資料 4　空家等実態調査　現地調査票（2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点数

0

20

60

0

5

20

0

5

20

0

5

20

0

5

20

0

5

10

0

5

0

10

0

5

0

5

10

0

5

10

0

5

項目 状態 特定空家 判定 備考

②外壁の状況

問題ない 多少の汚れがあっても可

錆やひび割れが認められる

①建物の傾斜

傾斜は認められない

傾斜が認められる

著しい傾斜が認められる

外壁に穴が開いている又は外壁の下地が露出してい

るなど著しく劣化している
可能性あり

下地の露出は、外壁１面のおよそ1/3以上を目安

とする

可能性あり 1/20以上の傾斜

④擁壁・ブロック塀

擁壁・ブロック塀がない又は擁壁・塀があるが問題ない

ひび割れが認められる

③屋根の状況

問題ない 多少の汚れがあっても可

錆やひび割れが認められる

屋根に穴が開いている、軒の一部が崩落しているなど

著しい劣化が認められる

危険性が生じるほど劣化している 可能性あり 対象家屋や周辺家屋に影響がある場合

可能性あり

⑥ゴミ、不法投棄

放置されていない

多少放置されている

⑤部材等

（燃料タンク、

　　　給湯設備など）

設置されていない又は設置されているが問題ない

設置されていて老朽化している

設置されていて、倒壊、剥落、脱落のおそれがある

大量に放置されている 可能性あり

可能性あり

⑦異臭

異臭がしない

異臭がする

⑧窓ガラス

破損なし
ガラスが破損していても、補修・修繕等が行われて

いる場合には破損なしとする

破損あり

⑨雑草の繁茂

手入れあり

手入れなし

⑫窓、門の施錠

確認できない又は施錠されている

施錠されていない

⑪動物等の被害

確認できない又は動物等が棲みついていない

動物等が棲みつきが認められる

⑩樹木

隣地に張り出していない

隣地に張り出している

周辺建築物の破損又は歩行者等の通行の妨げになる

おそれがある著しい立木の枝等の張り出し

動物等が棲みつき、著しい騒音、糞尿、異臭等が発生

している
可能性あり

可能性あり

合　計 判　定 特定空家

建物が倒壊した場合Ⅰ １．隣接する道路に影響がない ２．隣接する道路に影響がある

建物が倒壊した場合Ⅱ １．隣接する建物に影響がない ２．隣接する建物に影響がある
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分類 該当

倒壊のおそれがあるほどの著しい建築物の傾斜（1/20以上）

倒壊のおそれがあるほどの著しい屋根全体の変形又は外装材の剥落若しくは脱落

倒壊のおそれがあるほどの著しい構造部材（基礎、柱、はりその他の構造耐力上主要
な部分をいう）の破損、腐朽、蟻害、腐食等又は構造部材同士のずれ

屋根の変形又は外装材の剥落若しくは脱落

構造部材の破損、腐朽、蟻害、腐食等

雨水浸入の痕跡

倒壊のおそれがあるほどの著しい門、塀、屋外階段等の傾斜

倒壊のおそれがあるほどの著しい構造部材の破損、腐朽、蟻害、腐食等又は構造部材
同士のずれ

管理 構造部材の破損、腐朽、蟻害、腐食等

擁壁の一部の崩壊又は著しい土砂の流出

崩壊のおそれがあるほどの著しい擁壁のひび割れ等の部材の劣化、水のしみ出し又は
変状

擁壁のひび割れ等の部材の劣化、水のしみ出し又は変状

擁壁の水抜き穴の清掃等がなされておらず、排水不良が認められる状態

外装材、屋根ふき材、手すり材、看板、雨樋、給湯設備、屋上水槽等の剥落又は脱落

落下のおそれがあるほどの著しい外壁上部の外装材、屋根ふき材若しくは上部に存す
る手すり材、看板、雨樋、給湯設備、屋上水槽等の破損又はこれらの支持部材の破損、
腐食等

管理
外壁上部の外装材、屋根ふき材若しくは上部に存する手すり材、看板、雨樋、給湯設
備、屋上水槽等の破損又はこれらの支持部材の破損、腐食等

軒、バルコニーその他の突出物の脱落

落下のおそれがあるほどの著しい軒、バルコニーその他の突出物の傾き又はこれらの
支持部分の破損、腐朽等

管理 軒、バルコニーその他の突出物の支持部分の破損、腐朽等

立木の大枝の脱落

落下のおそれがあるほどの著しい立木の上部の大枝の折れ又は腐朽

管理 立木の大枝の剪定、補強がなされておらず、折れ又は腐朽が認められる状態

屋根ふき材、外装材、看板、雨樋等の剥落又は脱落

飛散のおそれがあるほどの著しい屋根ふき材、外装材、看板、雨樋等の破損又はこれら
の支持部材の破損、腐食等

管理 屋根ふき材、外装材、看板、雨樋等の破損又はこれらの支持部材の破損、腐食等

立木の大枝の飛散

飛散のおそれがあるほどの著しい立木の大枝の折れ又は腐朽

管理 立木の大枝の剪定、補強がなされておらず、折れ又は腐朽が認められる状態

特定 石綿の飛散の可能性が高い吹付け石綿の露出又は石綿使用部材の破損等

管理 吹付け石綿の周囲の外装材又は石綿使用部材の破損等

排水設備（浄化槽を含む。以下同じ。）からの汚水等の流出

汚水等の流出のおそれがあるほどの著しい排水設備の破損等

管理 排水設備の破損等

衛
生

石綿の飛散

健
康
被
害

の
誘
発

汚水等
特定

特定

部
材
等
の
飛
散

屋根ふき材、外装材、看
板等

特定

立木の枝
特定

特定

擁壁の崩壊

特定

管理

部
材
等
の
落
下

外装材、屋根ふき材、手
すり材、看板等

特定

軒、バルコニーその他の
突出物

特定

立木の枝

３．特定・管理不全空家の判定（建物の状態）

調査項目 状態

危
険
性

建
築
物
等
の
倒
壊

建築物

特定

管理

門、塀、屋外階段

 

資料５　空家等実態調査　現地調査票（3） 
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敷地等からの著しく多数の蚊、ねずみ等の害虫等の発生

著しく多数の蚊、ねずみ等の害虫等の発生のおそれがあるほどの敷地等の常態的な水
たまり、多量の腐敗したごみ等

管理
清掃等がなされておらず、常態的な水たまりや多量の腐敗したごみ等が敷地等に認め
られる状態

敷地等の著しい量の動物の糞尿等

著しい量の糞尿等のおそれがあるほど常態的な敷地等への動物の棲みつき

管理 駆除等がなされておらず、常態的な動物の棲みつきが敷地等に認められる状態

屋根ふき材、外装材、看板等の著しい色褪せ、破損又は汚損

著しく散乱し、又は山積した敷地等のごみ等

補修等がなされておらず、屋根ふき材、外装材、看板等の色褪せ、破損又は汚損が認
められる状態

清掃等がなされておらず、散乱し、又は山積したごみ等が敷地等に認められる状態

排水設備（浄化槽を含む）の汚水等による悪臭の発生

悪臭の発生のおそれがあるほどの著しい排水設備の破損等

敷地等の動物の糞尿等又は腐敗したごみ等による悪臭の発生

悪臭の発生のおそれがあるほどの著しい敷地等の動物の糞尿等又は多量の腐敗した
ごみ等

排水設備の破損等又は封水切れ

駆除、清掃等がなされておらず、常態的な動物の棲みつき又は多量の腐敗したごみ等
が敷地等に認められる状態

不法侵入の形跡

不特定の者が容易に侵入できるほどの著しい開口部等の破損等

管理 開口部等の破損等

頻繁な落雪の形跡

落下した場合に歩行者等の通行の妨げ等のおそれがあるほどの著しい屋根等の堆雪
又は雪庇

落雪のおそれがあるほどの著しい雪止めの破損等

通常の雪下ろしがなされていないことが認められる状態

雪止めの破損等

特定
周囲の建築物の破損又は歩行者等の通行の妨げ等のおそれがあるほどの著しい立木
の枝等のはみ出し

管理 立木の枝の剪定等がなされておらず、立木の枝等のはみ出しが認められる状態

特定 著しい頻度又は音量の鳴き声を発生する動物の敷地等への棲みつき

管理 駆除等がなされておらず、常態的な動物等の棲みつき等が敷地等に認められる状態

特定 周辺への侵入等が認められる動物等の敷地等への棲みつき

管理 駆除等がなされておらず、常態的な動物等の棲みつきが敷地等に認められる状態
動物等の侵入等の発生

判定 危険性 ・ 衛生 ・ 景観 ・ 生活環境　の項目で、　特定空家 ・ 管理不全空家  に該当する

※「特定空家」、「管理不全空家」の両方の項目に該当する場合は、対策の優先度の高い「特定空家」とする

接道
特
記
事
項

隣地

雑草の繁茂

特定

落雪による通行障害等の発生

特定

管理

立木等による破損・通行障害等
の発生

動物等による騒音の発生

特定

景
観

特定

管理

生
活
環
境

汚水等による悪臭の発生

特定

管理

不法侵入の発生

衛
生

健
康
被
害
の
誘
発

害虫等

特定

動物の糞尿等
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あてはまる選択肢についている□にチェックをつけてください。

「その他（　　 ）」にあてはまる時は、□にチェックをし（　　 ）内に具体的に記入してください。

問１　　本アンケートの回答者ついて選んでください。いずれか一つに回答してください。

所有者本人 所有者の家族（続柄　：　　　　　　　　　　） その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

問２　　所有者の年齢を選んでください。 いずれか一つに回答してください。

２０～２９歳 ３０～３９歳 ４０～４９歳 ５０～５９歳

６０～６９歳 ７０～７９歳 ８０歳以上

問３　　所有者の世帯の構成を選んでください（同居世帯を含む）。 いずれか一つに回答してください。

 2. 夫婦のみ世帯

 3. ２世代世帯（親と子の世帯）  

 4. ３世代世帯（祖父母と親と子など）

 0. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ）

問４　　調査対象建物位置図に書かれている住宅の使用状況を選んでください。

 2. 週末や休暇時に使用している

 3. 帰省時に使用している

 4. 賃貸住宅として貸し出している

 5. 倉庫、物置として利用している

 6. 現在は使用していないが、将来は使用する予定でいる

 ７. 空家になっている

 0. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ）

 2. 週に１回以上

 3. 月に１回以上

 4. ２～３ヶ月に１回

 5. １年に数回　

 6. 数年に１回

 ７. 使用していない

 0. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ）

空  家  等  建  物  ア  ン  ケ  ー  ト

 1. 単身世帯

　　　　いずれか一つに回答してください。

 1. 自宅として使用している

 1. 常時使用している

問５　　住宅の使用頻度はどのくらいですか？ いずれか一つに回答してください。

           問４で『倉庫、物置として利用している』と回答された方は荷物の出し入れを行う頻度を回答
           してください。

※問４で 『1,2,3,4』 を選ばれた方は以上で終了となります、ありがとうございました。

 

資料６　空家等実態調査　意向調査票 
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問６　　住宅の建築時期（完成時期）はいつですか？いずれか一つに回答してください。

 2. 昭和２５～４２年（１９５０～１９６７年）

 3. 昭和４３～昭和５５年（１９６８～１９８０年）

 4. 昭和５６年～平成11年（１９８１年～１９９９）

 5. 平成１２年～（２０００年）

問７　　空き家になった時期はいつですか？　　

問８　　空き家になった（なっている）きっかけは何ですか？　　

 2. 居住者が長期の出張や転勤をしたため

 3. 賃借人などの入居者が退去したため

 4. 居住者が施設・病院へ入所・入院したため

 5. 居住者が死亡したため

 6. 居住用に取得したが入居していないため

 7. 売却用に取得したが、購入者が見つからないため

 0. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ）

問９　　空き家はどのような状態ですか？

 2. 外壁の一部に破損、崩れがある

 3. 屋根の瓦やトタン板等に剥がれがある

 4. 物干し、バルコニーのいずれかに崩れがある

 5. 建物内部に破損がある

 6. 建物が明らかに傾いている

 7. 把握していない

 0. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ）

問１０　　空き家を修繕する予定などはありますか？ いずれか一つに回答してください。

 2. 改修を行う予定がある

 3. 建替えまたは改修を行う予定はない

 4. 建物の取り壊しを行う予定である

 1. 建替えを行う予定がある

 1. 現在でも住める状態である

（　昭和　・　平成　・　令和 　）　（　　　　　　　　　）年頃

　　　　あてはまる項目すべてに回答してください。

　　　　あてはまる項目すべてに回答してください。

 1. 別の住居へ転居したため

 1. 昭和２４年以前（１９４９年以前)

　　　　和暦に○をつけ、（　）内に年月をご記入ください。

問４で 『5,6,7,0』 と回答された方のみ以降の質問にご解答ください。
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問１１　　空き家の維持管理の頻度はどのくらいですか？ いずれか一つに回答してください。

 2. ２～３ヶ月に１回

 3. 半年に１回

 4. 年に１回

 5. 数年に１回

 6. 何かあった時

 ７. 維持管理を行っていない

問１１-１　　空き家の維持管理はどなたが行っていますか？

 2. 家族

 3. 親族

 4. 知人

 5. 近隣住民

 6. 不動産業者、管理会社

 0. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ）

問１１-２　　どのような維持管理を行っていますか？

 2. 空気の入れ替え

 3. 水回りの点検

 4. 電化製品等の点検

 5. 郵便物の回収

 6. 敷地内の草刈り、立木の枝払い

 7. 枯草等の除去

 8. 門扉や窓の施錠の確認

 0. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ）

問１１-３　　維持管理で何か困っていることはありますか？

 2. 身体（年齢）的に維持管理が大変

 3. 管理の委託料等の費用が高い

 4. 適切な管理の仕方がわからない

 5. 特にない

 0. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ）

問１１-４　　維持管理を行っていない理由は何ですか？

 2. 身体（年齢）的に維持管理が出来ない

 3. 管理を頼める人がいない

 4. 管理の委託料等の費用が高い

 5. 適切な管理の仕方がわからない

 6. 特にない

 0. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ）

 1. 月に１回以上

 1. 自分自身

問１１-１　　あてはまる項目すべてに回答してください。

 1. 遠方に住んでいるため維持管理が大変

問１１-１　　あてはまる項目すべてに回答してください。

問１１-１　　あてはまる項目すべてに回答してください。

問１１-１　　あてはまる項目すべてに回答してください。

 1. 建物内の清掃

 1. 遠方に住んでいるため維持管理が出来ない

問１１-１～問１１-４に回答をお願いします。

問１１-４に回答をお願いします。
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問１２　　空き家をどのように利活用したいですか？

 2. 別荘（セカンドハウス）として利用する

 3. 倉庫、物置として利用する

 4. 行政等に寄付したい

 5. 適正価格で売却したい

 6. 安くてもいいから売却したい

 7. 適正価格で賃貸にしたい

 8. 安くてもいいから賃貸にしたい

 9. 建物を解体して土地を活用したい

 0. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ）

問１２-１　　売却や賃貸をする際に何か心配なことはありますか？

 2. 設備や建具が古い

 3. 中古戸建を買う人、借りる人が少ない

 4. リフォーム等にかかる費用

 5. 公共交通の便が悪い

 6. 住宅の耐震性に不安がある

 7. 接している道路が狭い

 8. 諸々の手続きがわからない

 9. どの不動産業者が良いかわからない

 0. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ）

問１２-２　　売却や賃貸をする際に、建築士による建物検査(インスペクション)を受ける意思

 2. ない

問１２-３　　解体に対する支援があれば利用したいと思いますか？

 2. 利用する気はない

問１２-4　　解体に対する補助は最低いくらあれば利用したいと思いますか？

 2. 51～100万円

 3. 101～150万円

 4. 151～200万円

 5. 200万円以上

問１１-１　　はありますか？どちらか一つに回答してください

　　　　　あてはまる項目すべてに回答してください。

 1. 自分または家族が住む

 1. 建物が傷んでいる

問１１-１　　あてはまる項目すべてに回答してください。

 1. ある　　　　　　

 1. 10～50万円

問１１-１　　どちらか一つに回答してください

 1. 利用したい　　　

問１１-１　　いずれか一つに回答してください。

問１2-１,問１２-2に回答をお願いします。

問１2-３～5に回答をお願いします。

※”インスペクション”とは住宅の設計・施行に詳しい建築士などの専門家が、住宅の劣化

や不具合の状態について調査を行い、欠陥の有無や補修すべき箇所、その時期などを客

観的に検査するものです。

住宅の状態について正確な情報を理解し、意思決定や交渉ができるようにすることで安

心して取引を行うことができ、引き渡し後のトラブルを軽減する効果が期待できます。

問１2-４に回答をお願いします。
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問１２-５　　解体後の土地をどのように活用したいですか？

 2. 畑等として利用する

 3. 建物敷地として利用する

 4. 売却する

 5. 賃貸にする

 6. 未定

 0. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ）

問１２-６　　空き家を利活用するにあたって何か具体的な行動はしていますか？

問１３　　空き家に関して何か困っていることはありますか？

 2. 建物の老朽化

 3. 相続に関する問題

 4. 建物内の家財道具、仏壇、遺品等の整理

 5. 維持管理に掛かる費用

 6. 耐震性に不安がある

 7. 売却相手が見つからない

 8. 賃貸相手が見つからない

 9. 解体費用が高額で解体できない

 10. 改修費用が高額で改修できない

 11. 固定資産税等の税負担

 12. 相談したいことがあるが、どこに相談すればいいかわからない

 13. 特にない

 0. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ）

 1. 駐車場として利用する

問１１-１　　あてはまる項目すべてに回答してください。

問１１　　あてはまる項目すべてに回答してください。

 1. 日々の維持管理

例：不動産業者に仲介を依頼している。解体費用の見積りを依頼した。
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問１４　　空き家に関して何か心配なことはありますか？

 2. 地震等の災害による倒壊

 3. 地域の景観への悪影響

 4. ゴミの不法投棄

 5. 野生動物や害虫による近隣への影響

 6. 不審者の侵入や放火

 7. 樹木、雑草の繁茂

 8. 心配事はない

 0. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ）

問１５　　空き家を今後も適正に維持管理し、有効に活用していくためには、

 2. 空き家の有効活用事例・手法に関する情報提供や相談窓口

 3. 売却、賃貸に関する相談会

 4. 空家の清掃、管理サービス

 5. 公的な機関による借上げ・活用

 6. 取り壊しに対する支援

 7. リフォームに対する支援

 8. 家財等の移転、処分に対する支援

 9. 空き家バンクなどの空き家物件情報の提供制度

 10. 耐震、改修箇所の診断、評価制度

 11. 所有者が納得いく使い方をしてくれる人を探す支援

 12. 空き家対策を取り組む担当部署の集約（ワンストップ窓口の整備）

 13. 相続登記のための司法書士に依頼した場合の委託費用にかかる補助

 14. 空き家の無償譲渡に関するサービス

 0. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ）

問１６　　現在、市で実施している「空き家バンク」について知っていますか？

 2. 名前を聞いたことがある程度

 3. 知らない

問１７　　「空き家バンク」に登録したいと思いますか？　　

 2. 条件によっては登録したい

 3. 登録するつもりはない

 4. 制度についてもっと詳しく知りたい

 5. すでに空き家バンクに登録している

 0. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ）

　　　　　どのような制度が必要だと考えますか？ あてはまる項目すべてに回答してください。

 1. 住宅の腐朽、破損の進行

 1. 登録したい

 1. 建物の維持管理の手法に関する情報提供や相談窓口

　　　　　いずれか一つに回答してください。

 1. 内容を知っている

問１１　　あてはまる項目すべてに回答してください。

　　　　　いずれか一つに回答してください。

※”空き家バンク”とは空き家の賃貸・売却を希望する人から申し込

みを受けた情報を、空き家の利用を希望する人に紹介する制度で

す。空き家を有効活用し、定住促進による地域の活性化を図ること

を目的としています。

問１８　　空き家を利活用する上で、市に期待する支援、空き家対策についてご意見がありましたら、
　　　　　ご自由にご記入ください。

例：建物自体が古い為、今後使用可能かどうかを知る為に、耐震診断等の支援等の情報提供を

例：してほしい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第 5 章　資料編　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３期駒ヶ根市空家等対策計画（案） 

 

発  行　令和８年（2026）４月 

発行者　駒ヶ根市 

編  集　駒ヶ根市　建設部　都市計画課 

　　　　〒399-4192　長野県駒ケ根市赤須町 20 番 1 号 

　　　　　TEL：0265-83-2111（代表） 


